
国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
一
五
）

国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の

進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯

│
英
国S

enior M
anagem

ent R
egim

e

、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、C

om
puter F

raud and A
nti-

A
buse A

ct

、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
を
中
心
に

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

序
章
│
問
題
意
識
│

本
稿
は
、
英
国
金
融
法
制
に
係
るS

enior M
anagem

ent R
egim

e
（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
、

国
際
取
引
法
分
野
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
、S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
に
お

け
る
刑
事
罰
規
定
の
あ
り
方
の
試
論
な
ど
に
焦
点
を
絞
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
新
た
な
視
点
か
ら
と
り
纏
め
を
図
る
も
の

論　

説

二
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
六
）

で
あ
る
。

英
国
金
融
監
督
に
関
し
て
はA

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
役
職
員
承
認
制
度
）
が
既
に
導
入
さ
れ
、
更
に
二
〇
一
六
年
導
入

に
向
け
て
銀
行
業
界
の
上
級
管
理
者
向
け
にS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
施
行
が
予
定
さ
れ
る
。
主
要
経
営
陣
対
象
の

S
enior M

anagers ’ R
egim

e

、
主
要
な
従
業
員
も
対
象
に
含
むC
ertifi cation R

egim
e

の
二
つ
か
ら
な
る
が
、S

enior M
anagers ’ 

R
egim

e

に
つ
い
て
は
二
〇
一
八
年
に
導
入
が
延
期
さ
れ
る
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
等
、
内
容
面
は
な
お
細
部
が
調
整
中
で
あ
る
。
業
務

執
行
者
で
あ
る
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
の
あ
り
方
、
規
律
付
け
な
ど
が
課
題
と
な
る
。

英
国S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
に
関
し
て
は
別
稿
に
お
い

て
考
察
を
行
っ
て
き
た
（
1
）

。
本
稿
は
そ
の
後
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
係
る
制
度
設
計
の
変
容
を
踏
ま
え
て
、
刑
法
領
域
に
お
け
る
規
範
的
概
念
と
域
外

適
用
の
交
錯
に
つ
き
国
際
私
法
な
ら
び
に
国
際
金
融
法
制
の
視
点
か
ら
更
な
る
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
背
景
と
し
て
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct of 1977

）
あ
る
い
は
英
国
Ｂ
Ａ
（U

K
 B
ribery A

ct 2010

）
な
ど
規
制
当
局
は
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
に
対
す
る
個
人
責
任
追
及
か
ら
刑
事
・
民
事
罰
を
含
む
両
罰
規
定
の
域
外
適
用
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
ま
た
近
時
の
裁
判
例
に
お

い
て
全
般
的
に
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
が
み
ら
れ
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
な
ど
の
両
面
か
ら
考
察

を
進
め
る
。
か
か
る
議
論
の
顕
現
化
す
る
局
面
と
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
け
る
刑
罰
規
定
と
域
外
適
用
の
あ
り
方
を
軸
に
検
討
す
る
。

Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
今
後
の
制
度
設
計
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
機
関
の
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
へ
の
影
響
、
更
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る

上
場
企
業
規
律
の
あ
り
方
、
会
社
法
上
の
義
務
に
も
敷
衍
さ
せ
た
い
。

二
八
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
一
七
）

第
一
章
．
英
国S

enior M
anagem

ent R
egim

e

と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

Ⅰ
．A

pproved P
ersons R

egim
e

か
らS

enior M
anagem

ent R
egim

e

へ
の
転
換
と
上
級
管
理
者
機
能

英
国A

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
発
効
のF

S
M
A
2000

（F
inancial S

ervices &
 M
arket

（B
anking 

R
eform

）A
ct 2000 

英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
銀
行
改
革
）
法
）section59

が
根
拠
と
な
る
法
令
（
条
項
）
で
あ
り
、
こ
の
法
令
に
基
づ
き

F
C
A
/P
R
A
 H
andbook

に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
金
融
危
機
後
の
二
〇
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
（W

alker 

R
eview

）
で
、
取
締
役
会
議
長
（
会
長
）
で
あ
るC
hairm

an

や
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on E
xecutive D

irector N
E
D

）
の
責
任
と
役
割

の
明
確
化
な
ら
び
に
取
締
役
会
の
内
部
委
員
会
で
あ
る
リ
ス
ク
委
員
会
（R

isk C
om
m
ittee

）
設
置
な
ど
の
リ
ス
ク
管
理
態
勢
強
化
が
提
言

さ
れ
、
当
時
の
英
国
金
融
庁
に
当
た
る
Ｆ
Ｓ
Ａ
（F

inancial S
ervice A

uthority

）
も
こ
の
提
言
に
基
づ
き
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
一
部
変
更
を
進
め
た

が
、
有
力
金
融
機
関
（
米
系
）
の
ロ
ビ
ー
活
動
な
ど
に
よ
り
、
従
前
の
ル
ー
ル
が
概
ね
継
続
し
た
状
態
に
あ
る
。
英
国
Ｃ
Ｇ
Ｃ
もW

alker 

R
eview

の
提
言
を
受
け
て
改
訂
さ
れ
て
い
る
。

か
か
るA

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
し
て
行
政
審
決
事
例
が
既
に
生
じ
て
お
り
、
三
つ
の
防
衛
線
（three lines of 

defense （2
）

）
の
う
ち
内
部
監
査
部
門
に
よ
る
リ
ス
ク
遮
断
を
念
頭
に
リ
ス
ク
許
容
度
に
つ
い
て
はM

itsui S
um
itom
o Insurance 

C
om
pany

（E
urope

）（8 M
ay 2012

）
事
件
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
金
融
犯
罪
に
つ
い
て
はS

tandard B
ank

（22 January 2014

）
事

件
が
注
目
さ
れ
る
。
民
事
制
裁
金
の
課
徴
の
ほ
か
、
我
が
国
独
特
の
論
功
行
賞
的
な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
、
経
営

判
断
原
則
で
本
来
は
免
責
さ
れ
る
領
域
と
も
い
え
る
経
営
戦
略
面
で
の
齟
齬
を
追
求
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

二
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
八
）

Ａ
Ｐ
Ｒ
は
二
〇
一
五
年
以
降
、
特
に
銀
行
業
界
を
対
象
にS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
へ
の
転
換
が
予
定
さ
れ
る
。

Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
み
な
ら
ず
、
上
級
管
理
者
機
能
（S

enior M
anagem

ent F
unction S

M
F
s

）
の
役
割
の
議
論
と
合
わ
せ
て
検
討
が
進
め
ら
れ
、
英

国
金
融
業
界
に
お
い
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

我
が
国
で
は
金
融
機
関
に
対
し
て
は
会
社
法
、
上
場
企
業
と
し
て
金
融
商
品
取
引
法
、
更
に
銀
行
法
な
ど
の
業
界
規
制
が
三
層
に
か
か

る
。
更
に
上
場
企
業
に
対
し
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
Ｓ
Ｗ
Ｃ
）
が
二
〇
一
四
年
導
入
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
六
月
日

本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
が
東
京
証
券
取
引
所
の
遵
守
す
べ
き
規
制
と
し
て
策
定
さ
れ
た
。
英
国
で
も

一
般
法
と
し
て
の
英
国
会
社
法
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
と
Ｓ
Ｗ
Ｃ
に
加
え
て
コ
ー
ド
規
律
の
内
容
と
し
て
、
特
に
銀
行
業
界
の
み
な
ら
ず
保
険
業
界

（S
olvency

Ⅱ
fi rm
s

）
な
ど
金
融
機
関
を
対
象
に
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
規
制
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
3
）

。

Ⅱ
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e
の
問
題
意
識
な
ら
び
に
背
景
│
大
審
院
審
決
の
存
在
│

A
pproved P

ersons R
egim

e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
し
て
、
英
国P

arliam
entary C

om
m
ission on B

anking S
tandards

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）

が
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
新
た
な
制
度
を
提
言
し
て
い
る
。
現
在A

pproved P
erson

と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
（F

inancial C
onduct A

uthority

）・
Ｐ
Ｒ
Ａ

（P
rudencial R

egulation A
uthiority

）
の
管
理
下
に
あ
る
銀
行
員
は
全
体
の
一
〇
％
程
度
で
あ
る
が
、
新
制
度
で
は
更
に
裾
野
を
広
げ
て
、

直
接
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
が
管
理
で
き
る
人
員
数
を
増
や
す
こ
と
が
趣
旨
と
な
っ
て
い
る
。

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
枠
組
み
は
、
英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
を
根
拠
法
と
し
、
一
連
の
コ
ー
ド
な
ど
に
よ

り
形
成
さ
れ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
従
前
の
上
級
管
理
者
を
対
象
と
し
た
規
制
当
局
の
個
別
の
事
前
承
認
制
度
で
あ
る

A
pproved P

ersons R
egim

e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
） 

を
下
部
経
営
層
や
従
業
員
に
ま
で
継
承
・
拡
大
し
、
実
際
に
企
業
価
値
創
造
を
担
う
執
行
陣
に

対
す
る
規
律
で
あ
る
点
で
、
と
か
く
独
立
性
や
多
様
性
、
専
門
性
な
ど
の
議
論
が
主
と
な
っ
て
い
た
監
視
機
能
を
担
う
独
立
社
外
取
締
役

二
八
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
一
九
）

に
か
か
る
議
論
と
は
、
関
連
性
は
強
い
が
一
線
を
画
す
る
も
の
と
い
え
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
幹
を
な
す
議
論
と
し
て
、

投
資
家
の
観
点
に
立
つ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
よ
り
も
企
業
経
営
の
実
践
の
現
場
に
近
い
領
域
の
考
察
と
な
る
。

背
景
に
は
、
国
際
的
な
金
融
危
機
、
近
年
のL

ibor

金
利
不
正
に
加
え
て
、
ロ
ン
ド
ン
金
融
資
本
市
場
の
国
際
競
争
力
向
上
、
規
制
コ

ス
ト
削
減
な
ど
の
競
争
政
策
上
の
思
惑
、
更
に
は
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
に
お
い
て
英
国
金
融
規
制
機
関
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
行
政
処
分
が
大
審
院
審
決
に

お
い
て
覆
さ
れ
た
こ
と
も
存
在
す
る
。
二
〇
一
二
年
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
（John P

ottage v. F
S
A

（F
S
/2010/0033

））
に
お
い
て
、A

pproved 

P
ersons

に
関
す
る
第
七
原
則
（P

rinciple 7 of the S
tatem

ents of P
rinciole for A

pproved P
ersons

）
違
反
が
問
わ
れ
た
が
、
規
制
当

局
が
証
明
責
任
を
負
う
個
人
責
任
の
追
及
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
がS

enior M
anagem

ent R
egim

e

へ
の
転
換
の
一
因
と
さ
れ
て
い
る
。

集
団
的
意
思
決
定
、
経
営
判
断
に
よ
る
個
人
責
任
の
追
及
が
困
難
と
な
り
、
不
正
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
止
ま
ら
ず
、
戦
略
面
に
か
か

る
意
思
決
定
、
即
ち
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
採
っ
て
企
業
価
値
向
上
を
図
ら
な
か
っ
た
と
い
う
経
営
戦
略
・
実
行
面
の
積
極
的
妥
当
性

に
関
す
る
経
営
陣
の
責
任
も
含
め
て
論
点
と
な
っ
た
も
の
と
思
料
す
る
。

英
国
の
金
融
監
督
体
制
改
革
を
み
る
と
、
二
〇
一
二
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
に
よ
り
二
〇
一
三
年
四
月
を
も
っ
て
Ｆ
Ｓ
Ａ
（F

inancial 

S
ervices A

uthority 

金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
が
解
体
さ
れ
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
（F

inancial C
onduct A

uthority

）
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
（P

rudencial R
egulation 

A
uthiority

）
に
分
割
し
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
個
別
会
社
の
監
視
・
監
督
を
担
当
す
る
健
全
性
監
督
機
構
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
消
費
者
保
護
お
よ
び
市
場
参

加
者
の
行
為
規
制
を
担
当
す
る
金
融
行
為
監
督
機
構
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
4
）

。
そ
の
上
で
Ｐ
Ｒ
Ａ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

（
Ｂ
Ｏ
Ｅ
）
の
傘
下
に
お
く
こ
と
を
改
革
の
主
内
容
と
す
る
。

二
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
〇
）

Ⅲ
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

の
意
義
と
要
諦

1
．Senior M

anagem
ent R

egim
e

の
導
入
の
意
義

A
pproved P

ersons R
egim

e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
し
て
は
、
実
効
性
確
保
な
ど
の
点
か
ら
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
企
業
価
値
創
造
を
実

際
に
担
っ
て
い
る
上
級
管
理
者
のS

enior M
anagem

ent

層
へ
の
対
象
拡
大
、
登
録
制
度
導
入
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
の
刑

事
罰
規
定
の
導
入
、
民
事
罰
の
面
で
挙
証
責
任
転
換
等
を
骨
子
と
す
る
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
導
入
へ
と
改
革
が
進
め
ら
れ
る
。
取
締
役
会
な
ど
集
団

的
意
思
決
定
に
お
い
て
は
個
人
責
任
が
免
責
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
の
説
明
責
任
、
更
に
経
営
破
綻
を
引
き
起
こ
し
か

ね
な
い
判
断
ミ
ス
は
不
正
と
し
て
扱
い
、
責
任
追
求
を
図
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
主
旨
が
あ
る
。
経
営
面
の
積
極
的
妥
当
性
と
消
極
的
妥

当
性
、
経
営
陣
の
責
任
を
問
い
や
す
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
と
責
任
を
問
い
に
く
い
戦
略
な
ど
経
営
面
の
著
し
い
不
正
と
い
っ
た
境

界
領
域
の
議
論
と
も
な
る
。

ま
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
か
ら
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
へ
の
揺
り
戻
し
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（
連
邦
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法 T

he F
oreign 

C
orrupt P

ractices A
ct of 1977

）
あ
る
い
は
英
国
Ｂ
Ａ
（
賄
賂
防
止
法 U

K
 B
ribery A

ct 2010

）
な
ど
の
国
際
不
正
行
為
防
止
法
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
内
部
統
制
規
定
等
の
ス
キ
ー
ム
の
接
近
が
窺
わ
れ
る
。
英
国
銀
行
改
革
法
を
根
拠
法
令
と
し
、
ま
た

民
事
罰
か
ら
踏
み
込
ん
で
刑
事
罰
を
導
入
す
る
限
り
は
構
成
要
件
な
ど
の
明
確
化
も
必
要
と
な
る
。
従
前
の
Ｓ
Ｗ
Ｃ
等
に
お
け
る

C
om
ply or E

xplain

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
枠
を
超
え
る
も
の
と
も
思
料
さ
れ
よ
う
。

日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ（5
）

）
の
実
践
に
お
い
て
は
、C

om
ply or E

xplain

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
、

具
体
的
な
問
題
毎
に
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
独
立
社
外
取
締
役
導
入
に
関
し
て
は
、
導
入
し
な
い
こ
と
に
よ
り
逆
に
企
業

価
値
が
向
上
す
る
な
ど
の
説
明
が
求
め
ら
れ
、
政
策
投
資
保
有
株
式
に
関
し
て
も
同
様
と
さ
れ
る
。
上
場
企
業
に
お
い
て
は
事
実
上
の
強

二
八
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
一
）

制
と
な
り
か
ね
な
い
面
も
あ
る
一
方
、
一
般
的
な
説
明
を
持
っ
て
足
り
る
規
定
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
英
国
の
よ
う
な
刑
事
罰
規
定
の
導
入

で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
罰
則
の
な
い
訓
示
規
定
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
我
が
国
の
コ
ー
ド
導
入
に
つ
い
て
は
中
間
段
階
の
も
の
と
い

え
よ
う
か
。
そ
も
そ
も
英
国
で
は
ロ
ン
ド
ン
金
融
市
場
に
お
け
るL

ibor

金
利
不
正
な
ど
の
経
営
面
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
問
題
が
制
度

導
入
の
基
底
に
あ
る
と
こ
ろ
、
我
が
国
で
は
成
長
戦
略
の
根
幹
と
し
て
の
動
機
が
あ
り
、
英
国
と
は
誘
因
が
異
な
る
。
日
本
版
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の

導
入
・
実
践
に
お
い
て
、
直
ち
に
刑
事
罰
規
定
導
入
ま
で
視
野
に
入
る
局
面
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
う
ち
企
業
の
自
主
的
認
定
措
置
で
あ

るC
ertifi cation R

egim
e

導
入
が
現
実
的
と
な
ろ
う
（
私
見
）。

2
．Senior M

anagem
ent R

egim
e

の
概
要

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
内
容
に
つ
い
て
、A

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
の
比
較
も
交
え
て
改
め
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。
議
会
（P

arliam
ent
）
か
ら
の
委
任
を
受
け
、
英
国
規
制
機
関
は
銀
行
に
お
け
る
個
人
責
任
を
規
律
す
る
新
し
い

体
制
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
6
）

。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
を
担
う
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
、
近
時
、
個
人
の
説
明
責
任
の
基
準
を
高
め
、

銀
行
、
住
宅
金
融
共
済
組
合
、
信
用
組
合
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
指
定
の
投
資
会
社
で
働
く
個
人
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
た
め
に
二
〇
一
四
年
七

月
三
〇
日
共
同
諮
問
文
書
（the Joint P

aper （7
）

）
等
を
次
々
に
公
開
し
て
い
る
。

議
会
提
案
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
は
取
締
役
と
他
の
上
級
経
営
陣
（directors and other senior individuals

）
の
た
め
の
狭
義
の

S
enior M

anagers ’ R
egim

e

、
下
級
従
業
員
の
た
め
の
証
明
制
度
（C

ertifi cation R
egim

e C
R

）
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

伴
い
、
個
人
の
行
動
を
管
理
す
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
い
て
新
し
い
行
動
規
則
（new

 conduct rules

）
が
発
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の

体
制
は
、
現
状
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
お
よ
び
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
た
め
の
原
則
と
コ
ー
ド
（statem

ents of principle and code of practice

）
に
置
き
換
わ
る
も

の
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
最
近
に
な
っ
て
両
制
度
の
併
存
を
図
り
、
業
界
の
動
揺
を
少
な
く
せ
ん
と
す
る
動
き
も
模
索
さ
れ
る
な
ど
流
動

二
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
二
）

的
な
面
が
あ
る
。

か
か
る
提
案
は
、
二
〇
一
三
年
六
月
に
銀
行
基
準
に
関
す
る
議
会
委
員
会
（the P

arliam
entary C

om
m
ission on B

anking S
tandards 

P
C
B
S

）
か
ら
出
さ
れ
た
最
終
報
告
書
（C

hanging B
anking for G

ood

）
に
お
け
る
提
言
（recom

m
endations

）
の
内
容
を
基
に
し
て
い
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
現
状
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
下
で
は
個
人
の
責
任
追
及
の
範
囲
が
狭
く
、
効
果
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
も
十
分
な
し
え
な
い

こ
と
が
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
に
お
い
て
新
し
い
体
制
に
対
す
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
包
摂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

対
象
は
英
国
法
人
の
銀
行
、
住
宅
金
融
共
済
組
合
と
信
用
組
合
（U

K
-incorporated banks, building societies, and credit unions

）、

Ｐ
Ｒ
Ａ
指
定
投
資
会
社
（U

K
-incorporated and P

R
A
-designated investm

ent fi rm
s

（collectively, banks

））
と
な
る
。
二
〇
一
四
年
一
一

月
一
七
日
財
務
省
は
銀
行
サ
ー
ビ
ス
法
に
関
し
て
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
も
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
対
象
範
囲
と
す
る
内
容
の
協
議
文
書
を
出
し
て
い

る
。Ｓ

Ｍ
Ｒ
は
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
を
実
行
す
る
個
人
に
適
用
さ
れ
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
は
金
融
機
関
の
規
制
活
動
に
関
連
し
、
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら
し
か

ね
な
い
リ
ス
ク
を
内
包
し
た
業
務
の
管
理
責
任
が
あ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。

3
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
広
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
要
諦

⑴　

Senior M
anagers ’ R

egim
e

（
狭
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）

第
一
に
、S
enior M

anagers ’ R
egim

e

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
協
議
文
書
（the Joint P

aper

）
に
よ
れ
ば
、
新
た
な
承
認
制
度

は
そ
の
行
動
と
決
定
が
金
融
セ
ク
タ
ー
と
顧
客
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
上
級
管
理
者
（S

enior M
anagers

）
に
対
す
る
も
の
と
な
る
。

具
体
的
に
は
銀
行
の
取
締
役
会
、E

xecutive C
om
m
ittee

（
Ｅ
Ｃ
）
の
メ
ン
バ
ー
（
お
よ
び
同
等
の
者
）、
特
定
の
基
準
（certain criteria

）

二
九
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
三
）

を
満
た
す
重
要
な
事
業
の
長
、
銀
行
内
の
お
け
る
重
要
な
ビ
ジ
ネ
ス
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
ま
た
は
行
動
に
焦
点
を
置
い
た
機
能
に
対
し
て

責
任
を
有
す
る
個
人
、
そ
し
て
銀
行
の
意
思
決
定
に
対
す
る
重
要
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
親
会
社
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ

て
い
る
こ
れ
ら
の
個
人
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｒ
Ａ
で
特
定
さ
れ
たS

enior M
anagem

ent

機
能
を
担
う
個
人
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
同
意
と
共
に
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
よ
る
事
前
承
認
を
必
要
と

す
る
が
、
該
当
す
る
機
能
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
場
合
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
事
前
承
認
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｓ
Ｍ
Ｒ
へ
の
移
行
の
一
部
と
し
て
、
現
在
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
個
人
は
、S

enior M
anagers

に
該
当
す
る
場
合
、
移
行
期
間

が
設
け
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
対
す
る
適
用
に
お
い
て
、
個
人
が
銀
行
の
事
業
領
域
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
企
業
に
よ
る
声
明

の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
。
当
局
の
承
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
、
個
人
の
担
う
責
任
の
重
要
な
変
化
が

あ
る
場
合
、
声
明
は
関
連
の
規
制
機
関
に
再
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　

Certifi cation R
egim

e

（
Ｃ
Ｒ
）

第
二
に
、
共
同
諮
問
文
書
に
お
い
て
は
、
新
た
に
証
明
制
度
（C

ertifi cation R
egim

e C
R

）
が
含
ま
れ
る
。S

enior M
anagers ’ 

R
egim

e

の
規
律
に
は
服
さ
な
い
が
、
規
制
活
動
に
関
連
し
た
役
割
を
果
た
し
、
従
っ
て
銀
行
あ
る
い
は
顧
客
に
重
要
な
危
害

（signifi cant harm
 to the bank or its custom

ers

）
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
従
業
員
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
社
内
で
自
主
的
な
証
明

を
図
る
制
度
で
あ
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
い
て
は
こ
の
証
明
体
制
は
重
大
な
危
険
を
引
き
受
け
る
者
（m

aterial risk-takers

）
に
適
用
さ
れ
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
は
顧
客
に
直
面
す
る
役
割
、
証
明
を
求
め
ら
れ
る
従
業
員
（certifi ed persons

）
を
監
督
す
る
個
人
、S

enior 

M
anagers ’ R

egim
e

で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
、
例
え
ば
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
提
示
者
等
の
役
割
を
担
う
者
が
全
て
該
当
す
る
。S

enior 

M
anagers

は
関
連
す
る
下
級
従
業
員
の
評
価
と
証
明
（the assessm

ent and certifi cation

）
に
対
し
て
責
任
を
担
い
、
毎
年
そ
の
適
合
性

二
九
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
四
）

と
適
切
性
（their fi tness and propriety

）
を
評
価
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
銀
行
に
お
い
て
は
重
要
な
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ

ン
ス
（
Ｄ
Ｄ
）
を
行
う
べ
き
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。

イ
、
ロ
を
含
む
広
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
対
象
は
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
対
象
よ
り
も
拡
大
す
る
が
、
イ
の
狭
義
のS

enior M
anagers ’ R

egim
e

自
体
の

対
象
は
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
対
象
よ
り
も
狭
く
な
る
。
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
対
象
か
らS
enior M

anagers ’ R
egim

e

の
対
象
を
差
し
引
き
、
新
た
に
下
級
従

業
員
を
加
え
た
も
の
がC

ertifi cation R
egim

e

（
Ｃ
Ｒ
）
の
対
象
と
な
る
（
8
）

。
適
合
性
と
適
切
性
（fi tness and propriety

）、
行
動
規
則

（conduct rules

）・
二
層
（tw

o tiers

）
の
ル
ー
ル
に
続
き
、
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

⑶　

証
明
責
任
の
転
換
、
潜
在
的
な
刑
事
責
任
追
及
リ
ス
ク

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
（enforcem

ent

）
に
関
し
て
、
規
則
違
反
が
生
じ
た
領
域
に
関
し
て
責
任
を
有
す
るS

enior M
anagers

は
、

民
事
責
任
に
お
け
る
推
定
、
証
明
責
任
の
転
換
（R

eversal of the burden of proof in cases of civil m
isconduct

）
に
よ
り
、
違
反
の
防

止
に
向
け
て
合
理
的
な
措
置
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
き
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
対
す
る
説
明
責
任
を
負
担
す
る
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
で
は
、
現

状
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
以
上
に
幅
広
い
範
囲
の
銀
行
の
従
業
員
に
対
し
て
処
分
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
国
内
外
の
い
か

な
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
責
任
追
及
が
可
能
と
な
る
旨
が
記
さ
れ
る
。
更
に
英
国
法
人
の
銀
行
、
住
宅
金
融
共
済
組
合

と
Ｐ
Ｒ
Ａ
指
定
投
資
会
社
に
勤
務
す
るS

enior M
anagers

は
、
金
融
機
関
を
破
綻
に
追
い
込
む
原
因
に
な
っ
た
戦
略
面
の
決
定
に
関
し

て
、
新
し
く
設
け
ら
れ
た
処
罰
規
定
の
下
で
は
潜
在
的
に
刑
事
責
任
（
禁
固
・
罰
金
）
追
及
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑷　

責
任
マ
ッ
プ
と
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

Ｆ
Ｃ
Ａ
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
銀
行
が
自
ら
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
、
就
中
、
一
般
的
な
経
営
責
任
、
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
ラ

イ
ン
、
組
織
構
造
の
配
置
に
つ
い
て
詳
細
か
つ
最
新
の
責
任
マ
ッ
プ
（R

esponsibilities m
aps 

責
任
の
図
解
）
を
策
定
す
る
こ
と
を
提
唱
す

二
九
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
五
）

る
。
財
務
省
に
よ
る
最
近
の
協
議
文
書
（
二
〇
一
五
年
一
月
三
〇
日
に
期
限
切
れ
を
迎
え
る
）
に
よ
れ
ば
、
実
施
に
向
け
た
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

が
二
〇
一
五
年
度
に
ず
れ
込
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
概
し
て
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
英
国
支
店
に
対
し
て
、
プ
ル
ー
デ
ン
ス
（
健
全
性
）
規
制
に
関

し
て
よ
り
負
担
の
軽
い
ラ
イ
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
（a lighter approach

）
を
採
用
し
、
ま
た
Ｆ
Ｃ
Ａ
も
英
国
の
銀
行
に
向
け
て
か
な
り
類
似
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
二
章
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

に
お
け
る
国
際
私
法
的
規
律

　
　
　

│
海
外
銀
行
英
国
支
店
の
取
り
扱
い
と
域
外
適
用
の
可
能
性
│

Ⅰ
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

と
外
国
銀
行
の
英
国
支
店
に
関
す
る
説
明
責
任

Ｐ
Ｒ
Ａ
は
二
〇
一
五
年
三
月
一
六
日
協
議
文
書
「
外
国
銀
行
の
英
国
支
店
に
関
す
る
説
明
責
任
の
強
化
」（C

P
9/15 （9

）
）
に
お
い
て
、

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

が
必
要
な
限
り
に
お
い
て
外
国
銀
行
の
英
国
支
店
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
法

下
の
英
国
Ｅ
Ｅ
Ａ
支
店
に
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
権
限
が
及
ぶ
限
度
内
で
、
英
国
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ
支
店
に
対
し
て
も
権
限
が
及
ぶ
と
す
る
内
容
で
あ

る
。新

た
な
英
国
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ
支
店
に
対
し
て
は
、
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
を
有
す
る
海
外
担
当
の
長
に
対
し
て
事
前
承
認
が

求
め
ら
れ
る
。
更
に
Ｃ
Ｆ
Ｏ
（
最
高
財
務
責
任
者
）、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（
最
高
リ
ス
ク
責
任
者
）
な
ら
び
に
内
部
監
査
部
長
も
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
に
対
応
し
て

承
認
が
求
め
ら
れ
る
。
他
の
グ
ル
ー
プ
企
業
（group entity

）
で
あ
っ
て
も
、
当
該
支
店
に
お
い
て G

roup E
ntity S

enior M
anager

と
し
て
英
国
内
で
の
規
制
さ
れ
た
活
動
に
関
す
る
経
営
管
理
や
行
動
面
の
意
思
決
定
を
行
う
場
合
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
例

と
し
て
欧
州
中
近
東
ア
フ
リ
カ
地
区
担
当
の
グ
ル
ー
プ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
英
国
内
業
務
に
つ
き
上
位
者
と
し
て
の
決
定
を
行
う
場

二
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
六
）

合
は
、
英
国
支
店
に
常
住
し
な
い
場
合
も
承
認
を
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
場
合
、
本
社
所
在
地
に
お
い
て
海
外
事
業
部
門
の
指
揮
・
命
令
系
統
が
存
在
す
る
場
合
、
本
社
部
長
も
承
認
が
求
め
ら
れ
、
ひ
い

て
は
不
祥
事
な
ど
に
お
け
る
責
任
を
追
及
、
あ
る
い
は
課
徴
金
・
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
が
議
論
と
な
ろ
う
。

Ⅱ
．C

ertifi cation R
egim

e

と
行
動
ル
ー
ル

C
ertifi cation R

egim
e

と
行
動
ル
ー
ル
（C

onduct R
ule

）
に
関
し
て
もS

enior M
anagem

ent R
egim

e

と
同
様
に
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ

支
店
に
適
用
さ
れ
る
。
例
と
し
て
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
報
酬
規
則
に
お
い
て
重
大
な
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
個
人
（M

aterial R
isk T

akers

）
と

し
て
認
定
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
な
ど
が
該
当
す
る
。

Ⅲ
．
英
国
外
銀
支
店
な
ら
び
に
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
の
邦
銀
へ
の
影
響

　

│
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
に
係
る
域
外
適
用
の
懸
念
│

Ｓ
Ｍ
Ｒ
で
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
に
よ
り
、
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
以
上
に
幅
広
い
範
囲
の
銀
行
の

従
業
員
に
対
し
て
、
国
内
外
の
い
か
な
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
責
任
追
及
が
可
能
と
な
る
。
更
に
金
融
機
関
を
破
綻
に

追
い
込
む
原
因
に
な
っ
た
戦
略
面
の
決
定
に
関
し
て
、
新
し
い
処
罰
規
定
に
よ
り
潜
在
的
な
刑
事
責
任
追
及
に
も
晒
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
こ
れ
ま
で
財
務
省
は
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
のS

enior M
anagers

に
は
か
か
る
処
罰
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
該

当
行
為
の
域
外
的
な
適
用
は
な
さ
れ
て
も
、
海
外
銀
行
の
現
地
法
人
のS

enior M
anagers

に
は
刑
事
責
任
の
追
求
は
さ
れ
な
い
も
の
と

現
状
で
は
理
解
さ
れ
る
が
、
課
徴
金
な
ど
の
民
事
責
任
追
及
規
定
は
適
用
さ
れ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
、
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
に
関
す
る

規
制
の
動
向
に
は
未
確
定
な
要
素
が
あ
る
。

二
九
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
七
）

Ⅳ
．
英
国
外
銀
支
店
な
ら
び
に
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
の
邦
銀
へ
の
影
響

英
国
外
銀
支
店
に
関
す
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
直
近
の
二
つ
の
協
議
文
書
に
お
け
る
各
規
制
に
関
し
て
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）

に
係
る
規
制
枠
組
み
と
合
わ
せ
本
邦
金
融
機
関
に
及
ぼ
す
影
響
と
問
題
点
等
、
域
外
適
用
を
念
頭
に
置
き
、
犯
罪
履
歴
な
ど
本
稿
と
関
連

す
る
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
具
体
的
に
検
討
を
進
め
た
い
（
10
）

。

二
〇
一
五
年
三
月
Ｆ
Ｃ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
（
欧
州
経
済
圏 E
uropean E

conom
ic A
rea

）
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
認
定
制
度

に
つ
い
て
、
英
国
の
監
督
上
の
方
針
で
は
以
前
か
ら
大
規
模
支
店
を
準
子
会
社
と
み
な
し
、
支
店
内
の
業
務
管
理
に
完
全
な
責
任
を
負
う

こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
規
定
す
る
上
級
管
理
機
能
（senior m

anagem
ent function S

M
F
s

）
の
扱
い
に
関
し
て
、
本

社
も
含
め
た
グ
ル
ー
プ
企
業
全
体
へ
の
影
響
も
実
質
的
な
域
外
適
用
と
し
て
懸
念
さ
れ
る
。

Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
域
外
適
用
な
ど
に
関
し
て
は
、
英
国
の
監
督
方
針
で
は
以
前
か
ら
大
規
模
支
店
を
準
子
会
社
と
み
な
し
、
支
店
内
の
業
務
管

理
に
完
全
な
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
在
英
支
店
内
の
全
管
理
職
を
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
と
し
て
登
録
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、

外
銀
子
会
社
・
支
店
が
現
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
り
適
切
に
統
治
さ
れ
て
い
る
場
合
は
法
域
を
超
え
て
親
会
社
個
人
に
対
す
る
規
制
適
用

（
域
外
適
用
）
は
必
要
最
低
限
に
抑
え
ら
れ
る
べ
き
旨
を
全
国
銀
行
協
会
が
要
望
し
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
五
月
）。

1
．
英
国
外
銀
支
店
に
係
る
規
制

⑴　

Ｐ
Ｒ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
上
級
管
理
者
の
役
割

Ｐ
Ｒ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
上
級
管
理
者
の
役
割
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
に
つ
い
て
、
在
英
支
店
の
戦
略
実
施

に
責
任
が
あ
る
役
職
者
は
在
英
支
店
内
の
役
職
者
で
あ
り
、
既
存
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
で
在
英
支
店
戦
略
立
案
に
携
わ
り
登
録
し
て
い
る
本
国
の
役

職
員
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
新
制
度
の
下
で
は
Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
（G

roup E
ntity S

enior M
anager

）（A
ppendix 1.7 

パ
ラ
グ
ラ
フ6.2

、
本
文
パ
ラ
グ
ラ
フ2.6

、

二
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
八
）

2.13
、5.3

）
と
し
て
の
登
録
は
不
要
と
な
る
こ
と
、
外
国
銀
行
支
店
の
上
級
管
理
者
は
刑
事
罰
（
禁
固
・
罰
金
）
不
適
用
の
記
載
が
あ
る
が
、

銀
行
破
綻
時
に
限
定
さ
れ
る
か
が
不
明
確
な
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
全
銀
協
か
ら
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
⑴
、
⑵
で
は
各
疑
問

点
を
掲
記
し
た
い
。

⑵　

Ｆ
Ｃ
Ａ 
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
認
定
制
度

Ｆ
Ｃ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
認
定
制
度
（
Ｃ
Ｒ
）
に
関
し
て
、
英
国
顧
客
と
取
引
を
行
っ
て
い
る
英
国

外
の
個
人
の
適
用
は
、
英
国
顧
客
と
の
取
引
の
関
与
の
度
合
い
に
応
じ
た
規
則
上
の
責
任
配
分
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
適
切
に
実
施
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
顧
客
の
大
口
取
引
に
つ
い
て
、
顧
客
の
関
係
構
築
の
た
め
に
英
国
外
の
上
級
管
理
者
に
対
し
て
顧
客
の
帯

同
訪
問
な
ど
を
在
英
支
店
か
ら
要
望
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
英
国
外
の
上
級
管
理
者
は
英
国
顧
客
と
の
取
引
で
実

務
上
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
く
、
英
国
外
の
上
級
管
理
者
に
認
定
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
適
当
な
場
合
も
あ
り
得
る
こ

と
。
英
国
の
監
督
上
方
針
で
は
、
以
前
よ
り
大
規
模
な
支
店
を
準
子
会
社
と
み
な
し
、
当
該
支
店
は
支
店
内
の
業
務
の
管
理
に
つ
い
て
完

全
な
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
英
国
外
の
個
人
に
対
す
る
規
制
適
用
は
必
要
最
低
限
に
抑
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。
犯
罪

履
歴
確
認
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
み
な
ら
ず
、
認
定
制
度
（
Ｃ
Ｒ
）
に
お
い
て
も
必
要
か
明
確
に
す
べ
き
こ
と
。

2
．
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
│
犯
罪
経
歴
確
認
、
資
料
提
供
の
提
案
な
ど
│

二
〇
一
四
年
七
月
三
〇
日
Ｐ
Ｒ
Ａ
・
Ｆ
Ｃ
Ａ
協
議
文
書
「
銀
行
の
説
明
責
任
の
強
化
：
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
の
枠
組

み
」
が
公
表
さ
れ
、
二
〇
一
四 

年
一
〇 

月
三
一
日
全
銀
協
が
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
発
出
し
て
い
る
。
職
業
規
範
や
企
業
文
化
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
の
強
化
を
目
的
と
し
た
役
員
等
個
人
の
責
任
に
係
る
規
制
強
化
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
る
が
、
英
国
に
お
け
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
意
味
で
は
外
銀
子
会
社
や
支
店
が
現
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
適
切
に
統
治
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
親
会
社
や

二
九
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
九
）

本
社
の
個
人
を
規
制
の
対
象
と
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
外
国
の
親
会
社
の
個
人
を
規
制
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
、

英
国
の
法
域
を
超
え
て
外
国
の
企
業
を
規
制
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
国
際
的
協
調
の
観
点
か
ら
も
適
切
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
（
11
）

。

①　

Ｐ
Ｒ
Ａ
お
よ
び
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
⒜
犯
罪
経
歴
確
認
、
⒝
資
料
提
供
の
提
案
に
関
し
て
、
外
銀
の
英
国
子
会
社
・
支
店
に
お
け
る
親

会
社
・
本
社
か
ら
の
派
遣
行
員
の
適
格
性
に
つ
い
て
英
国
子
会
社
が
親
会
社
の
雇
用
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
高
い
基
準
に
も
と
づ
い
て
い
る
と

判
断
す
る
場
合
は
親
会
社
に
よ
る
推
薦
に
依
拠
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
条
項
を
追
加
す
る
べ
き
こ
と
。

上
級
管
理
者
と
な
る
親
会
社
の
出
向
者
は
、
様
々
な
国
で
職
務
に
従
事
し
て
き
た
経
歴
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
、
全
て
の
国
の
当
局
か
ら

無
犯
罪
証
明
書
を
取
得
す
る
こ
と
は
事
務
的
、
時
間
的
負
担
が
過
大
と
な
る
。
か
か
る
従
業
員
は
親
会
社
に
採
用
さ
れ
て
い
る
時
点
お
よ

び
そ
れ
以
降
に
犯
罪
歴
が
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
親
会
社
の
推
薦
、
過
去
の
犯
罪
歴
等
の
書
面
確
認
が
必
要
性
に
乏
し
い
こ
と
か
ら
、

犯
罪
経
歴
確
認
を
対
象
外
と
す
べ
き
で
あ
る
。

親
会
社
・
本
社
か
ら
の
派
遣
行
員
以
外
に
関
し
て
、

⒜　

犯
罪
経
歴
確
認
に
つ
い
て
は
手
続
き
の
効
率
性
を
高
め
る
工
夫
が
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
国
で
適
格
性
評
価
の
原
則
の

遵
守
の
た
め
、
犯
罪
経
歴
を
入
手
す
る
要
件
が
課
さ
れ
、
親
会
社
か
ら
の
出
向
者
を
除
け
ば
本
提
案
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

無
犯
罪
証
明
手
続
は
国
ご
と
に
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
国
当
局
間
で
の
様
式
の
統
一
、
当
局
相
互
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
よ
る
カ
バ
ー
等
、

実
効
性
、
効
率
性
を
高
め
る
工
夫
が
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⒝　

資
料
提
供
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
一
定
期
間
が
必
要
で
、
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
の
資
料
提
供
は
不
要
と

し
、
資
料
提
供
は
違
反
が
証
明
さ
れ
た
場
合
の
み
と
し
、
更
な
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
当
該
対
象
者
に
不
満
を
抱

二
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
〇
）

い
た
雇
用
主
が
当
該
制
度
を
濫
用
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
ま
た
開
示
不
要
の
違
反
行
為
も
懲
戒
処
分
同
様
に
資
料
提
供
が
必
要
と
す

れ
ば
、
当
該
企
業
に
対
す
る
機
密
保
持
義
務
・
守
秘
義
務
を
損
な
う
懸
念
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
更
な
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。

②　

顧
客
保
護
な
ら
び
に
市
場
行
為
（
規
則
四
、
五
）
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
追
加
的
な
具
体
的
規
則
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
企
業
（
銀

行
）
で
顧
客
保
護
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
要
素
に
欠
缺
が
な
い
限
り
重
ね
て
新
た
に
制
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
こ

と
。
規
則
四
、
五
は
顧
客
と
相
対
し
て
い
る
部
署
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
お
り
、
顧
客
保
護
に
つ
い
て
は
顧
客
に
相
対
し
な
い
従
業
員
に

と
り
ど
の
よ
う
な
研
修
が
実
施
可
能
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
市
場
行
為
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
Ｐ
Ａ
Ｄ
（P

ersonal A
ccount D

ealing

）
ポ

リ
シ
ー
に
お
い
て
、
誠
実
行
為
の
違
反
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
担
保
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章　

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
展
望

　
　
　

│S
enior M

anagem
ent R

egim
e

に
関
す
る
刑
事
罰
規
定
を
含
む
未
調
整
項
目
の
克
服
に
向
け
て
│

Ⅰ
．
英
国
内
設
立
企
業
（
海
外
銀
行
の
子
会
社
を
含
む
）
に
関
す
る
未
調
整
項
目

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
展
望
に
関
す
る
最
新
の
動
向
と
し
て
、
制
度
導
入
時
期
を
前
に
し
て
精
力
的
に
各
種
の

協
議
文
書
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
が
発
出
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
事
罰
規
定
を
含
み
未
調
整
と
な
っ
て
い
る
項
目
も
少
な
く
な
い
（
12
）

。
調
整
済
み

の
項
目
も
含
め
、
英
国
内
設
立
企
業
、
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ
銀
行
の
支
店
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
銀
行
の
支
店
に
分
け
、
各
要
点
を
整
理
し
て
お
き
た

い
（
13
）

。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
も
あ
り
、
こ
う
し
た
検
討
を
通
じ
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
全
体
の
議
論
、
考
察
も
深
ま
ろ
う
。

Ⅱ
．S
enior M

anagers ’ R
egim

e

調
整
済
み
の
項
目
に
つ
い
て
も
改
め
て
概
要
を
整
理
す
る
。
①
視
野
（S

cope
）：
小
規
模
の
Ｃ
Ｒ
Ｒ
企
業
（
総
資
産
規
模
二
五
〇
百
万
ポ

二
九
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
一
）

ン
ド
未
満
）
に
つ
い
て
は
よ
り
制
限
的
な
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
適
用
を
受
け
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
ル
ー
ル
の
み
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
、C

hairm
an

（
取
締

役
会
議
長
）
が
対
象
と
な
る
。
②
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
（
上
級
管
理
者
機
能
）：
調
整
済
み
の
項
目
で
あ
る
が
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
分
け
て
整
理
す
る
。

⒜　

Ｐ
Ｒ
Ａ

各
企
業
に
お
い
て
最
低
限
要
求
さ
れ
る
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
機
能
と
し
て
、C
hief E

xecutive

、C
hief F

inance, N
E
D
s

（C
hairm

an

）
が
あ
り
、

加
え
て
規
制
の
適
用
可
能
な
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
機
能
と
し
て
、C

hief R
isk

、H
ead of Internal A

udit

（
内
部
監
査
長
）、C

hair of the A
udit 

C
om
m
ittee

（
監
査
委
員
会
委
員
長
）、C

hair of the R
isk C

om
m
ittee

（
リ
ス
ク
委
員
会
委
員
長
）、C

hair of the R
em
uneration 

C
om
m
ittee

（
報
酬
委
員
会
委
員
長
）、S

enior Independent D
irector

（
上
級
独
立
取
締
役
）
が
掲
げ
ら
れ
る
。

Ｐ
Ｒ
Ａ
の
管
轄
に
関
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
6
（T
he H

ead of K
ey B

usiness A
rea

）
は
関
連
企
業
群
の
中
で
大
き
な
業
務
部
署
を
管
理
す
る

個
人
を
対
象
と
す
る
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
あ
る
い
は
他
の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
に
報
告
を
行
う
場
合
も
単
独
の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
の
権
限
を
付
与
（w

arrnats

）

さ
れ
る
。

同
じ
く
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
管
轄
に
関
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
に
係
る
未
調
整
事
項
と
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
（T

he G
roup E

ntity S
enior M

anager

）
は
、

英
国
外
に
い
て
英
国
内
企
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
個
人
が
対
象
で
あ
る
が
、
親
企
業
の
個
人
も
補
捉
可
能
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
子
会
社
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
か
か
る
個
人
、
英
国
内
の
規
制
活
動
に
係
る
直
接
的
な
決
定
を
行
う
場
合
、
こ
う
し
た
個
人
は

Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
あ
る
い
は
他
の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
承
認
が
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
、
海
外
企
業
グ
ル
ー
プ
の
一
部

分
で
あ
る
す
べ
て
の
関
連
企
業
に
お
い
て
Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
と
し
て
の
承
認
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
対
応
と
な
ろ

う
。Ｃ

Ｒ
（C

ertifi cation R
egim

e

）
のcertifi cation functions

を
担
う
個
人
に
対
し
て
、
行
動
ル
ー
ル
（conduct rules

）
に
従
い
つ
つ
、

二
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
二
）

企
業
は
二
〇
一
六
年
三
月
七
日
ま
で
に
特
定
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
財
務
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
三
月
七
日
ま
で
に
企
業
が

か
か
る
個
人
に
対
し
て
（
社
内
）
認
定
を
下
す
（issue certifi cates to individuals

）
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
段
階
的
実
施

（G
randfathering

）
に
関
し
て
、
各
企
業
は
二
〇
一
六
年
二
月
八
日
ま
で
に
各
個
人
の
責
任
に
係
る
表
明
（S

tatem
ent

）
を
含
む
告
知
を

図
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

⒝　

Ｆ
Ｃ
Ａ

未
調
整
項
目
で
は
な
い
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
管
轄
に
関
し
て
、
次
のE

xecutive

レ
ベ
ル
の
取
締
役
会
の
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
は
Ｐ
Ｒ
Ａ

の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
ｓ
の
要
件
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。C

hair of the N
om
ination C

om
m
ittee

、C
om
pliance 

O
vetsight

（M
L
R
O

）、
Ｆ
Ｃ
Ａ
のK

ey F
unctions

を
担
う
個
人
（
金
融
犯
罪
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
責
任
を
含
む
（including responsibirity 

for countering fi nancial crim
e risk

））、
重
要
な
責
任
機
能
（S

ignifi cant R
esponsibility F

unction

）。

Ⅲ
．
責
任
の
推
定

未
調
整
項
目
で
は
な
い
が
、
責
任
の
推
定
（P

resum
ption of R

esponsibility

）
に
関
し
、
や
や
疑
義
の
あ
っ
た
部
分
で
も
あ
る
。
関
連

す
るS

ernior M
anagers

の
領
域
に
お
け
る
業
務
上
の
失
敗
に
つ
い
て
、
規
制
当
局
に
よ
り
民
事
裁
判
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
刑
事
訴

追
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（does not apply to the crim

inal charge

）
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
か
か
る
民
事
責
任
の
推
定
・
証
明
責
任
の
転

換
は
、
①S
ernior M

anager

で
あ
る
（
で
あ
っ
た
）
個
人
で
あ
る
こ
と
、
②
企
業
に
お
け
る
関
連
の
要
件
の
充
足
に
違
反

（contravention

）
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
そ
の
違
反
行
為
に
関
連
し
て
、S

ernior M
anager

が
企
業
活
動
に
お
け
る
管
理
責
任
を
担
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
（m

ust have been responsible for m
anaging

）
が
前
提
と
な
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
、
そ
の
監
督
指
針
案
（a draft 

S
upervisory S

tatem
ent

）
の
中
で
、
網
羅
的
な
例
で
は
な
い
が
、
個
人
が
合
理
的
な
段
階
を
経
る
べ
き
環
境
、
決
定
に
関
連
し
た
行
動
、

三
〇
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
三
）

Ｐ
Ｒ
Ａ
が
依
拠
す
べ
き
証
拠
（the evidence w

hich the P
R
A
 m
ay rely on

）
を
例
示
し
て
い
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
（John P

ottage v. F
S
A

（F
S
/2010/0033

））
に
お
い
て
規
制
当
局
が
敗
訴
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
り
、
そ
の
審
判
所
判
断
（the T

ribunal ’s decision

）
の
中
で
示

さ
れ
た
内
容
を
踏
ま
え
て
対
応
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

未
調
整
項
目
で
は
な
い
が
、S

ernior M
anager

が
意
思
決
定
の
手
続
き
に
中
で
合
理
的
な
段
階
を
踏
ん
だ
か
否
か
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
判
断

し
決
定
す
る
場
合
に
考
慮
す
べ
き
事
項
に
関
し
て
は
、
意
思
決
定
手
続
き
と
罰
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（the D

ecision P
rocedure and P

enalties 

M
anual D

E
P
P （

14
）

）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

Ⅳ
．
刑
事
罰

刑
事
罰
（C

rim
inal O

ff ence

）
に
関
し
て
は
、
調
整
済
み
項
目
で
は
あ
る
が
、
二
〇
一
三
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
（
銀
行
改
革
）
法
（the 

F
inancial S

ervices

（B
anking R

eform

） A
ct 2013

）
に
依
拠
し
、
当
該
金
融
機
関
を
破
綻
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
無
謀
な
意
思
決
定
に
対

す
る
潜
在
的
な
刑
事
罰
（a potential crim

inal charge for a reckless decision

）
で
あ
る
。
対
象
は
英
国
内
設
立
企
業
で
あ
り
、
検
察
側

に
有
罪
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
求
め
ら
れ
る
（requires the prosecution to prove guilt

）。
従
っ
て
、
責
任
の
推
定
の
規
定
は
刑
事
責
任

の
追
及
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
従
来
よ
り
若
干
の
疑
義
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
海
外
企
業
の
支
店
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
、

従
っ
て
本
国
の
本
社
に
も
域
外
適
用
は
さ
れ
な
い
こ
と
、
証
明
責
任
の
転
換
の
規
定
は
民
事
の
事
案
に
限
定
さ
れ
刑
事
事
件
に
は
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
ま
た
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
全
体
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
ミ
ッ
ク
ス
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

刑
事
罰
に
関
し
て
は
罪
刑
法
定
主
義
、
構
成
要
件
の
明
確
化
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
（
銀
行
改
革
）
法
を
根
拠
法
と
し

三
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
四
）

て
い
る
。
経
営
面
の
意
思
決
定
の
大
き
な
過
ち
に
対
す
る
刑
事
罰
規
定
導
入
の
方
向
は
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
狭
め
て
個
人
責
任
追

及
の
容
易
化
に
も
繋
が
り
、
刑
事
責
任
追
及
も
あ
り
得
る
本
来
的
な
法
令
違
反
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
と
民
事
責
任
追
及
に
留
ま
る
は
ず

の
経
営
の
妥
当
性
・
効
率
性
の
峻
別
の
困
難
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
に
お
い
て
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
支
え
る
取
締
役
会
と
し
て
リ
ス
ク
の
あ
り
方
の
議
論
を
尽
く
す
こ
と
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
も
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
害

と
の
乖
離
か
ら
生
じ
る
こ
と
（
15
）

、
戦
略
面
も
含
む
全
社
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
構
築
・
運
用
の
必
要
性
が
一
層
強
ま
る
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。

第
四
章
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国
賄
賂
防
止
法
（
Ｂ
Ａ
）
に
み
る
刑
罰
規
定
と
域
外
適
用
の
考
察

Ⅰ
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
域
外
敵
用

国
際
取
引
法
分
野
で
既
に
施
行
さ
れ
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt 

P
ractices A

ct of 1977, 15 U
.S
.C
. 78m

, et seq.
連
邦
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
）
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
要
件
・
効
果
を
考
察
し
、
英
国

Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
今
後
の
制
度
設
計
と
域
外
適
用
の
可
能
性
に
敷
衍
し
て
い
き
た
い
（
16
）

。

刑
罰
規
定
の
域
外
適
用
に
関
連
し
、
米
国
の
一
九
七
七
年
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
の
近
年
の
域
外
適
用
事
例
と
し
て
現

地
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
経
由
し
た
現
地
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
株
式
会
社
）
事
件
が
あ
り
、
邦
人
と
し
て
初
め
て
の

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
個
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
国
際
カ
ル
テ
ル
疑
惑
事
案
で
あ
る
（
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
。
二
〇
一
一
年
九
月
一
五

日
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
と
二
八
〇
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
で
和
解
（
17
）

）。

特
に
共
謀
罪
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は§

78dd-1

発
行
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-2

国
内
関
係
者
に
禁
止
さ
れ

三
〇
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
五
）

て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-3

発
行
者
と
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
の
規
定
が
あ
り
、
米
国
当
局
は
共
謀

罪
を
積
極
的
に
活
用
し
て
外
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
対
し
て
広
く
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
傾
向
が
あ
る
。
英
国
で
も
同
様
の
主
旨
の
英

国
贈
収
賄
防
止
法
（U

K
 B
ribry A

ct 2010 B
A

）
が
二
〇
一
一
年
施
行
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
刑
罰
規
定
の
要
件
・
効
果

1
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約

大
企
業
の
み
な
ら
ず
、
中
小
企
業
の
海
外
進
出
が
進
み
、
企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
進
展
す
る
に
伴
い
、
国

際
展
開
す
る
現
地
の
相
手
国
の
法
制
度
、
慣
習
等
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
一
般
的
に
困
難
で
、
か
つ
コ
ス
ト
も
か
か
る
た

め
、
企
業
と
し
て
は
様
々
な
リ
ス
ク
を
抱
え
て
展
開
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
以
下
、「
Ⅱ
．
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
刑
罰
規
定
の
要
件
・
効
果
」
に
関
し
て
は
、
経
済
産
業
省
「
平
成
二
三
年
度　

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等

の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）」
の
内
容
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
（
18
）

。

そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
海
外
展
開
に
関
す
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
を
み
て
い
き
た
い
。
海
外
市
場
に
お
け
る
商
取
引
の
機
会
を
獲

得
し
、
そ
の
維
持
を
図
る
上
で
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
等
に
よ
る
不
公
正
競
争
の
防
止
を
図
る
と
い
う
認
識
の
下
、
二
〇
〇
二
年

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
が
採
択
さ
れ
た
（
19
）

。
我
が
国
に
お
い
て
一
九
九
八
年
不
正
競
争
防
止
法
の
全
面
改
訂
に
よ
り
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
賄
賂
禁
止
に
類
す
る
規
定
が
加
え
ら
れ
、
二
〇
〇
三
年
同
法
改
正
に
よ
り
外
国
公
務
員
等
に
対
す
る
不
正
の
利
益
の
供
与
等

の
罪
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
20
）

。

2
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
要
件
・
効
果

⑴　

外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
行
為
を
禁
止
す
る
規
定

三
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
六
）

処
罰
対
象
と
な
る
行
為
の
類
型
は
次
の
通
り
で
あ
り
、
範
囲
が
広
い
。
以
下
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
、
共
謀
罪
、
内
部
統
制
、

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
内
部
告
発
条
項
に
与
え
る
影
響
と
ジ
レ
ン
マ
な
ど
に
関
し
て
み
て
い
き
た
い
。

①　

§
78dd 

の
禁
止
事
項

米
国
の
企
業
や
個
人
が
、
そ
の
商
機
や
不
適
切
な
便
宜
を
得
る
た
め
、
米
国
外
の
政
府
関
係
者
・
公
務
員
に
対
し
て
、
金
銭
や
何
ら
か

の
価
値
が
あ
る
も
の
の
支
払
い
を
申
し
入
れ
、
約
束
、
ま
た
は
承
認
を
助
長
す
る
よ
う
な
行
動
を
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
米
国
の
企
業
や
個
人
が
、
商
機
や
不
適
切
な
便
宜
を
得
る
た
め
に
、
米
国
外
の
政
府
関
係
者
・
公
務
員
に
対
し
て
、
金
銭
や

何
ら
か
の
価
値
が
あ
る
も
の
の
支
払
い
を
申
し
入
れ
、
約
束
、
ま
た
は
承
認
を
助
長
す
る
よ
う
な
行
動
を
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

米
国
内
で
は
直
接
贈
賄
行
為
に
関
与
せ
ず
、
発
行
者
ま
た
は
国
内
関
係
者
で
あ
る
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
お
い
て
贈
賄
行
為
に
及

ん
だ
場
合
で
あ
っ
て
も
我
が
国
企
業
の
会
社
関
係
者
が
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
な
ど
共
謀
し
た
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
罪
（conspiracy

）
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。（18 U

.S
.C
 §
271

）

②　

§
78dd-3 

の
禁
止
事
項

§
78dd-1 

発
行
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-2 

国
内
関
係
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
に
続
い
て
、§

78dd-3 

発
行
者
と
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
が
、
以
下
の
通
り
規
定
さ
れ
る
。

一
九
三
四
年
証
券
取
引
法
の
セ
ク
シ
ョ
ン
三
〇
Ａ
に
制
約
さ
れ
て
い
る
発
行
者
、
お
よ
び
同
法
セ
ク
シ
ョ
ン
三
〇
Ａ
に
定
義
づ
け
ら
れ

て
い
る
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
、
あ
る
い
は
そ
の
人
物
の
役
員
、
重
役
、
社
員
、
当
該
人
物
の
代
理
人
、
ま
た
は
当
該
人
物
の
代
理
人

と
し
て
機
能
す
る
株
主
の
い
ず
れ
も
、
合
衆
国
の
領
地
内
に
い
る
間
、
郵
便
ま
た
は
他
の
い
か
な
る
方
法
、
も
し
く
は
州
際
通
商
手
段
を

三
〇
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
七
）

利
用
し
て
金
銭
支
払
い
の
申
し
出
、
支
払
い
、
支
払
う
約
束
、
支
払
い
の
認
可
も
し
く
は
価
値
の
あ
る
も
の
を
譲
渡
す
る
申
し
出
、
贈
与
、

贈
与
の
約
束
、
贈
与
の
認
可
を
不
正
に
促
進
す
る
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

⑵　

対
象
企
業
（§

78dd

）

日
本
企
業
の
現
地
法
人
、
株
式
ま
た
は
米
国
預
託
証
券
を
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
）
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
に
上
場
し
て
い

る
日
本
企
業
（
発
行
者
）
と
そ
の
関
連
子
会
社
や
代
理
人
、
米
国
人
を
採
用
し
て
い
る
日
本
企
業
が
そ
の
対
象
と
な
る
。

米
国
内
で
贈
賄
行
為
の
一
部
が
行
な
わ
れ
た
事
例
を
み
る
と
、
賄
賂
の
送
金
が
米
国
の
銀
行
（correspondent banks

）
を
通
じ
て
行
な

わ
れ
た
こ
と
、
米
国
へ
の
出
張
者
が
米
国
内
で
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
な
ど
に
よ
り
賄
賂
の
決
済
を
行
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
米

国
上
場
企
業
等
と
共
謀
（conspiracy
）
し
た
場
合
、
米
国
に
は
存
し
な
い
日
本
の
企
業
で
あ
っ
て
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得

る
。⑶　

外
国
公
務
員
（§

78dd

）

外
国
の
公
務
員
（
外
国
政
府
、
公
的
な
国
際
組
織
の
職
員
・
従
業
員
）、
政
府
や
公
的
な
国
際
組
織
の
た
め
に
行
動
す
る
人
、
外
国
の
政
党

や
そ
の
役
職
員
な
ど
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
政
党
お
よ
び
公
職
者
候
補
、
国
家
機
関
の
個
人
、
国
有
ま
た
は
国
営
の
事
業
体
、
公
立
病
院
、

与
党
議
員
な
ど
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

⑷　

処
罰
の
内
容
・
範
囲
は
以
下
の
通
り
。
条
約
上
、
合
衆
国
法
典
の
刑
法
に
お
け
る
関
係
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（18U

.

S
.C
. 3571 15U

.S
.C
. 78dd-2 15 U

.S
.C
. 78dd-3 15 U

.S
.C
. 78ff 

））。

法
人
で
は
、
刑
事
罰
と
し
て
二
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二
倍
ま
で
の
罰
金
、
民
事
罰
と
し
て
一
万

ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
。
個
人
で
は
、
刑
事
罰
と
し
て
二
五
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二
倍
ま
で
の
罰
金
、

三
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
八
）

五
年
以
下
の
禁
錮
刑
ま
た
は
そ
の
両
方
、
民
事
罰
と
し
て
一
万
ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
。
時
効
は
五
年
と
な
る
。

3
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
そ
の
他
の
条
項
な
ら
び
に
関
連
法
制

⑴　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
会
計
処
理
条
項

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
み
る
と
、
贈
賄
禁
止
条
項
（T

he A
nti-B

ribery P
rovisions

）
な
ら
び
に
会
計
処
理
・
内
部
統
制
条
項
よ
り
構
成
さ
れ
て

い
る
。
会
計
処
理
条
項
（T

he B
ook and R

ecords P
rovisions

） 15 U
.S
.C
.§
78m

（b

）（2

）（A

）
は
、
資
産
の
処
分
お
よ
び
取
引
に
お
い
て

合
理
的
な
程
度
に
詳
細
・
正
確
・
公
正
に
反
映
す
る
帳
簿
・
記
録
・
勘
定
を
作
成
・
保
存
す
る
べ
き
で
、
贈
賄
な
ど
不
正
な
支
払
い
を
隠

匿
す
る
た
め
に
虚
偽
の
財
務
記
録
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
が
さ
れ
る
。

罰
金
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
法
人
で
は
、
二
、五
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二
倍
ま
で
の
罰

金
、
五
〇
万
ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
ま
た
は
利
得
額
、
自
然
人
で
は
五
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二

倍
ま
で
の
罰
金
、
二
〇
年
以
下
の
禁
錮
刑
ま
た
は
そ
の
両
方
、
一
〇
万
ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
ま
た
は
利
得
額
。

⑵　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
内
部
統
制
条
項
（T

he Internal C
ontrols P

rovisions

）（15 U
.S
.C
. §
78m

（b

）（2

）（B

））

内
部
統
制
制
度
を
構
築
し
、
以
下
の
四
点
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
経
営
者
の
一
般
的
ま
た
は
特
別
な
承
認
に
従
っ
て
取
引
を
行

う
。
②
一
般
的
に
通
用
す
る
会
計
原
則
に
準
拠
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
資
産
の
説
明
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
取

引
を
記
録
す
る
。
③
経
営
者
の
承
認
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
資
産
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
④
資
産
を
記
録
し
た
説
明
と
既
存
の
資
産
と

に
差
異
が
あ
る
場
合
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
。

⑶　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
金
融
制
度
改
革
・
消
費
者
保
護
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct, 

2010

）
と
の
関
連

三
〇
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
九
）

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
を
目
的
と
し
て
二
〇
一
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
金
融
規
制
法
案
で
あ
り
（
21
）

、
銀
行
に

対
し
て
自
己
勘
定
取
引
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
に
対
す
る
投
資
を
禁
じ
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ど
を
主

な
内
容
と
す
る
。
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
監
視
委
員
会
）
に
対
す
る
証
券
法
違
反
報
告
に
関
し
て
報
奨
金
を
与
え
、
内
部
通
報
者
保
護
を
強
化

し
て
内
部
告
発
を
奨
励
す
る
規
定
も
設
け
て
い
る
。
制
裁
金
額
が
一
〇
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
〇
％
か
ら
三
〇
％
に
相
当
す

る
報
奨
金
を
定
め
て
い
る
た
め
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
執
行
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
和
解
金
が
数
百
万
ド
ル
に
も
上
る

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
和
解
案
件
が
多
数
生
じ
て
お
り
、
本
法
の
内
部
告
発
者
条
項
に
よ
り
、
多
く
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
調
査
、
執
行
措
置
が

今
後
も
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
従
業
員
が
社
内
報
告
を
行
わ
ず
、
社
内
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
が
忌
避

さ
れ
て
し
ま
い
、
報
奨
金
目
当
て
に
政
府
に
社
外
通
報
す
る
こ
と
を
選
択
し
て
し
ま
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
企
業
内
部
に
お
い
て
は
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
弱
体
化
に
繋
が
り
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
あ
る
い
は
リ
ス
ク
が
あ
る
。
一
方
で
は
、
こ
の
機
会
に
企
業
が
改
め
て
積

極
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
制
度
を
構
築
し
直
し
て
、
内
部
告
発
者
方
針
を
見
直
す
等
、
前
向
き
の
対
応
に
繋
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
共
謀
罪
（conspiracy

）18 U
.S
.C
 §
271 

我
が
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
お
い
て
、
米
国
内
で
直
接
贈
賄
行
為
に
は
関
与
せ
ず
、
発
行
者
ま
た
は
国
内
関
係
者
で
あ
る
米
国
企
業

の
会
社
関
係
者
に
お
い
て
贈
賄
行
為
に
及
び
、
日
本
企
業
の
関
係
者
が
米
国
企
業
の
関
係
者
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
な
ど
共
謀
し
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
罪
（conspiracy
）
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
米
国
当
局
は
共
謀
罪
を
積

極
的
に
活
用
し
て
外
国
企
業
の
関
係
者
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
方
向
に
あ
る
。
日
本
人
と
し
て
初
め
て

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
国
際
営
業
部
長
の
事
案
が
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
等
の
工
業
用
ゴ
ム
製
品
の
販
売
促
進
の
た
め
に
、
国
際
カ
ル
テ
ル
お
よ
び
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
行
為
の
共
謀
に
関
与

三
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
〇
）

し
た
と
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
お
よ
び
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
で
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
、
二
年
間
の
拘
禁
刑
、
八
万
ド
ル
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
た
。
外
国
公
務
員
に
対
す
る
賄
賂
供
与
の
手
続
を
実
際
に
進
め
た
の
は
米
国
子
会
社
で
あ
る
も
の
の
、
当
該
国
際
営
業
部
長
は

外
国
公
務
員
に
対
す
る
賄
賂
供
与
を
交
渉
し
、
承
認
し
た
と
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑸　

米
国
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
そ
の
測
定
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
ツ
ー
ル
を
以
下
に
掲
げ
る
。

U
.S
. S
entencing G

uidelines

、P
rinciples of F

ederal P
rosecution of B

usiness O
rganizations

、R
equired C

om
pliance 

P
rogram

s as part of D
epartm

ent of Justice plea agreem
ents and consent judgm

ents

、B
usiness E

thics : A
 M
anual for 

M
anaging a R

esponsible B
usiness E

nterprise in E
m
erging M

arket E
conom

ies

（
商
務
省
）、F

ighting G
lobal C

orruption : 

B
usiness R

isk M
anagem

ent

（
国
務
省
、
商
務
省
）。

Ⅲ
． 

英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
比
較

二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B
ribery A

ct

）
が
施
行
さ
れ
（
22
）

、
法
人
の
罪
（C

orporate O
ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄

賂
を
防
止
し
な
い
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
な
ど
、
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct F
C
P
A

一
九
七
七
年

施
行
）
に
比
し
、
広
範
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
相
違
点
を
み
る
と
、
⒜
民
間
人
へ
の
賄
賂
も
禁
止

さ
れ
る
（
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
第
一
条
）。
第
一
条
に
定
め
る
犯
罪
は
第
七
条
に
基
づ
く
企
業
責
任
の
根
拠
に
な
り
得
る
。
⒝
企
業
に
関
す

る
管
轄
が
広
い
。
適
用
範
囲
に
は
設
立
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
英
国
内
で
事
業
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
営
む
全
て
の
営
利
団
体
が
含
ま
れ
る
。

⒞
目
的
に
関
す
る
表
現
が
幅
広
い
。
納
税
義
務
の
軽
減
な
ど
一
般
的
に
有
利
な
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
支
払
も
適
用
範
囲
に

含
ま
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
争
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
23
）

。
⒟
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
（A

ffi  rm
ative defense

）
が
な
い
。
⒠

業
務
円
滑
化
の
た
め
の
支
払
（facilitation paym

ent

）
の
例
外
も
な
い
。
贈
収
賄
防
止
の
手
続
き
を
整
え
る
こ
と
が
同
法
上
の
企
業
責
任

三
〇
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
一
）

に
対
す
る
抗
弁
と
な
り
、
本
法
対
象
企
業
は
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
強
化
す
べ
き
必
要
が
高

ま
っ
て
い
る
。
不
祥
事
防
止
の
内
部
統
制
不
構
築
が
罪
に
問
わ
れ
（
第
七
条
）、
会
計
記
録
条
項
と
共
に
内
部
統
制
・
文
書
化
要
求
の
法
制

化
で
あ
る
。
域
外
適
用
も
認
め
て
お
り
（
24
）

、
疑
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
晴
ら
す
た
め
に
文
書
化
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
。

Ⅳ
．
域
外
適
用
の
全
般
的
考
察

1
．
域
外
適
用
の
全
般
的
考
察

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
と
一
律
規
制
に
関
し
て
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
米
銀
は
自
己
勘
定
取
引
の

場
所
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。
非
米
銀
は
米
国
内
、
あ
る
い
は
米
国
外
取
引
の
米
国
居
住
者
を
相
手
と
す
る
取
引
に
は
適
用
が
さ
れ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性
に
関
し
て
、
第
一
に
、
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
で
は
、「
米
国
国

外
の
み
」
行
為
の
適
用
除
外
要
件
が
厳
格
で
あ
る
。
第
二
に
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
非
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

（sw
aps

）
関
連
規
定
は
原
則
と
し
て
米
国
国
外
の
活
動
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
米
国
通
商
に
お
け
る
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
関
連

を
有
し
、
も
し
く
は
当
該
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
効
果
（eff ect

）
を
有
す
る
場
合
な
ど
（
七
二
二
条
⒟
）、
例
外
が
あ
る
（
修
正
効
果

主
義
）。
第
三
に
、
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
（S

w
aps P

ush-out R
ule:

ス
ワ
ッ
プ
部
門
分
離
ル
ー
ル
）
の
影
響
が
あ
り
、
第

七
一
六
条
に
お
い
て
銀
行
が
連
邦
支
援
（federal assistance
）
を
受
け
る
場
合
、
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（S

w
ap E

ntity

）
を
分
離

す
る
こ
と
を
求
め
る
。
邦
銀
ま
た
は
外
国
銀
行
米
国
支
店
が
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
不
明
と
な
る
。 

第
四
に
、
不
利
益
な
影
響
と

し
て
、
外
国
銀
行
お
よ
び
ノ
ン
バ
ン
ク
と
内
国
民
待
遇
原
則
が
あ
る
。
域
外
適
用
に
対
す
る
修
正
要
求
な
ど
が
、
我
が
国
当
局
、
全
銀
協
、

学
界
な
ど
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

域
外
適
用
統
一
化
に
関
し
て
、
独
占
禁
止
法
と
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適
用
関
連
の
蓄
積
が
検
討
さ
れ
る
。
属
地
主
義
の
拡
張
、

三
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
二
）

主
観
的
属
地
主
義
（
行
為
理
論
）
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
（
効
果
理
論
）、
域
外
適
用
の
拡
張
に
対
す
る
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
法
三

原
則
の
制
限
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
管
轄
権
対
象
と
管
轄
権
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結
合
の
あ
る
こ
と
、
②
他
国
の
国
内
管

轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、
独
禁
法
の
効
果
主
義
と
証
券
法
領
域
の
効
果
理
論
（
客
観
的
属
地
主
義
）
の
ズ
レ
の
問
題
も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
（
25
）

。

域
外
適
用
に
お
け
る
証
券
取
引
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵
⒝
に
よ

るM
orrison

判
決
修
正
と
私
人
間
訴
訟
の
検
討
が
さ
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
の
行
為
に
関
す
る

限
り
で
行
為
・
効
果
基
準
を
採
用
し
、M

orrison

判
決
（
後
述
）
の
内
容
は
実
質
的
に
一
部
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
も
解
釈
さ
れ
得

る
（
26
）

。
米
国
金
融
改
革
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み
合
わ
せ
たB

ersch

判
決

（
一
九
七
五
）
の
考
え
方
が
参
考
さ
れ
、
在
外
米
国
人
の
と
き
は
予
備
行
為
以
上
、
在
外
外
国
人
の
と
き
は
損
害
の
直
接
原
因
と
な
る
行
為

が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
管
轄
権
対
象
の
関
係
で
必
要
な
行
為
の
種
類
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

国
際
不
正
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
の
整
備
が
急
務
と
な
る
。

英
国
賄
賂
防
止
法
（
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
）
と
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
刑
事
法
的
色
彩
が
強

く
、
主
観
的
属
地
主
義
の
要
因
が
強
ま
り
、
反
面
で
市
場
の
利
害
要
因
は
薄
ま
ろ
う
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
は
刑
法
的
色
彩
が
強

ま
り
、
全
世
界
統
一
的
な
規
範
形
成
も
必
要
と
な
る
。
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
と
秩
序
形
成
に
お
い
て
は
、
恣
意
性
と
予
測
可
能
性

等
の
点
で
、
独
禁
法
制
と
の
整
合
性
な
ら
び
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
考
察
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
国
際
礼
譲
の
導
入
が
検
討
さ
れ

よ
う
。

三
一
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
三
）

2
．
刑
事
罰
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
法
制
改
革
の
ジ
レ
ン
マ

英
国
の
導
入
予
定
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
、
あ
る
い
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
と
併
存
の
可
能
性
も
高
ま
っ
て
い
るA

pproved P
ersons

制
度
も
、
プ
リ
ン
シ
プ

ル
ベ
ー
ス
の
コ
ー
ド
に
準
拠
す
る
と
い
い
つ
つ
、
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
も
い
え
る
詳
細
なF

S
A
 H
andbook

に
規
定
を
置
き
、
事
実
上
の

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
企
業
名
公
表
措
置
を
課
し
て
い
る
。
企
業
側
と
し
て
は
刑
事
罰
を
含
む
重
罰
規
定
が
あ
り
、
域
外
適
用
の

懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
に
、
刑
事
罰
規
定
を
含
む
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
対
す
る
事
前
防
止
の
た
め
の
対
応
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
規

制
当
局
側
も
恣
意
性
の
誹
り
を
受
け
な
い
た
め
に
も
明
確
な
規
準
の
策
定
作
り
の
已
む
無
き
に
到
る
。
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
に
逆
戻
り
し
、

A
pproved P

ersons

の
事
実
上
の
法
制
化
の
傾
向
と
い
え
な
く
も
な
い
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
当
局
の
危
機
意
識
の
強
さ
を
示
し

て
も
い
よ
う
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
破
綻
で
も
な
い
が
、
実
現
の
困
難
さ
の
例
と
な
ろ
う
か
。
企
業
名
公
表
な
ど
企
業
側
の
影
響
も

大
き
い
。
ハ
ー
ド
ロ
ー
分
野
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
等
域
外
適
用
と
課
徴
金
重
罰
化
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
浮
か
ぶ
と
こ
ろ

で
あ
る
。

反
ト
ラ
ス
ト
法
領
域
と
の
比
較
と
し
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
刑
事
訴
追
の
分
断
（separation of prosecutor from

 enforcer

）、

両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
、
適
切
な
手
続
き
の
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
等
も
今
後
の
考
察
対
象
と
な
る
（
27
）

。
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
お
い
て
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
が
執
行
さ
れ
る
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
図
る
行
政
当
局
と
刑
事
訴
追
の
訴
訟

当
局
の
関
係
、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
の
あ
り
方
、
私
訴
が
出
さ
れ
る
場
合
の
代
表
訴
訟
・
集
団
訴
訟
（
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
）
や
三

倍
賠
償
制
度
な
ら
び
に
証
拠
開
示
の
あ
り
方
な
ど
適
切
な
手
続
面
の
制
度
設
計
が
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

三
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
四
）

第
五
章
．
米
国
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
み
る
国
際
取
引
法
分
野
の
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
と
域
外
適
用
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お

け
る
刑
罰
規
定
の
試
論

　
　
　

│
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
、
司
法
判
断
に
よ
る
世
界
的
な
規
範
形
成
│

Ⅰ
．C

om
puter Fraud and A

nti-A
buse A

ct

（C
FA
A

）
に
み
る
米
国
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
規
範
化
概
念
の
深
化
と
司
法
判
断

英
国
のS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
を
中
心
に
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
機
能
か
ら
上
級
管
理
者
機
能

（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
進
展
を
考
察
し
て
き
た
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
と
し
て
刑
事
罰
規
定
導
入
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
外
国
銀
行
支
店
あ
る
い
は
本
店
に
対
す
る
域
外
適
用
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
規
制
当

局
は
刑
事
罰
規
定
の
発
動
や
域
外
適
用
に
関
し
て
は
抑
制
的
と
も
み
ら
れ
る
が
、
対
応
を
迫
ら
れ
る
銀
行
業
界
か
ら
は
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ

の
概
念
の
重
複
、
不
明
確
さ
な
ど
も
あ
っ
て
疑
問
の
声
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
こ
で
は
、
拡
大
適
用
と
域
外
適
用
に
関
連
し
て
、
近
時
の
米
国
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
社
会
規
範
の
概
念
の
導
入
、
な
ら
び
に
域
外

適
用
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
（P

rofessor Joseph L
. H
off m
ann M

aurer S
chool of L

aw
 Indiana U

niversity

講
演
参
照
（
28
）

）。
法
的
保
護

を
受
け
る
こ
と
の
許
容
範
囲
に
関
し
て
、
米
国
のC

om
puter F

raud and A
nti-A

buse A
ct

（C
F
A
A
,18 U

S
C
§
1030

）
を
考
察
す
る
（
29
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
米
国
に
お
い
て
、
規
範
化
概
念
の
深
化
と
い
っ
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
へ
の
接
近
、
ソ
フ
ト
ロ
ー

の
ル
ー
ル
ミ
ッ
ク
ス
化
と
も
い
う
べ
き
傾
向
が
窺
え
る
（
30
）

。

一
九
八
〇
年
代
初
に
米
国
の
法
執
行
機
関
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
に
向
け
、
新
た
に
発
生
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
対
処
す
る
刑
法

が
存
在
し
な
い
こ
と
に
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
た
。
連
邦
議
会
は
、
既
存
の
刑
法
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
す
る
新
規
定
を
加
え
る
の
で
な
く
、

三
一
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
五
）

単
一
の
新
し
い
制
定
法
（
刑
法
典
一
〇
三
〇
条 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
詐
欺
お
よ
び
関
連
行
為
）
の
中
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
に
対
処

す
る
道
を
選
択
し
、
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
の
制
定
後
も
一
九
八
六
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
と
濫
用
に
関
す
る
法
律
（
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
）
の
制
定

に
至
っ
て
い
る
（
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
改
正
）。
連
邦
議
会
は
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
関
心
、

犯
罪
を
禁
止
・
処
罰
す
る
各
州
の
関
心
や
能
力
の
間
に
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
、
連
邦
議
会
は
連
邦
レ
ベ
ル
の
司
法
管
轄
を
連

邦
政
府
が
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
、
即
ち
連
邦
政
府
機
関
や
特
定
の
金
融
機
関
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
関
係
す
る
ケ
ー
ス
、
犯

罪
自
体
が
本
質
的
に
州
際
ま
た
は
国
際
的
で
あ
る
ケ
ー
ス
に
限
定
し
た
。
他
方
で
各
州
内
で
発
生
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

州
レ
ベ
ル
の
司
法
管
轄
と
し
て
各
州
に
て
法
令
を
定
め
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
よ
り
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
の
規
定
が
明
確
化
さ
れ
、
更
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
犯
罪
行
為
が
追
加
さ
れ
た
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
経
由
に
よ
る
財
産
の
窃
盗
を
罰
す
る
規
定
（
一
〇
三
〇
条
⒜
⑷
）、
他
者
に
帰

属
す
る
デ
ー
タ
を
故
意
に
改
変
・
損
傷
・
破
壊
す
る
者
を
罰
す
る
規
定
（
一
〇
三
〇
条
⒜
⑸
）
が
追
加
）。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
高
度
化
、
検
察

当
局
の
経
験
の
蓄
積
に
伴
い
、
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
の
修
正
条
項
と
し
て
議
会
は
逐
次
修
正
決
議
を
行
っ
て
い
る
。
刑
法
典
一
〇
三
〇
条

で
は
⒜
⑴
か
ら
⒜
⑺
ま
で
七
種
類
の
犯
罪
が
規
定
さ
れ
、
同
条
の
⒝
に
よ
り
犯
罪
の
未
遂
も
犯
罪
と
な
る
。
法
執
行
機
関
ま
た
は
諜
報
機

関
の
合
法
的
な
捜
査
活
動
・
諜
報
活
動
等
は
一
〇
三
〇
条
の
対
象
か
ら
明
示
的
に
除
外
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
の
元
来
の
立
法
意
図
は
ハ
ッ
キ
ン
グ
（hacking
）
防
止
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
に
至
る
ま
で
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

特
に
⒜
⑵
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
無
権
限
、
あ
る
い
は
権
限
を
超
え
て
ア
ク
セ
ス
し
、
財
務
情
報
や
政
府
の
情
報
、
さ
ら
に
は
保
護
さ
れ

た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
が
厳
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
禁
固
刑
（
最
大
五
年
）、
民
事
責

任
と
し
て
補
償
的
損
害
賠
償
（com

pensatory dam
ages

）
と
差
止
命
令
（injunctive relief

）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
同
条
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
の
意
味
合
い
の
理
解
が
問
題
と
な
る
。
法
律
文
言
、
さ
ら
に
は
技
術
面
で
法

三
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
六
）

益
は
保
護
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
の
発
出
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
（U

.S
. D
O
J C
F
A
A
 M
anual

）
に
よ
れ
ば
、

①
法
律
文
言
、
②
技
術
面
の
他
に
③
契
約
面
、
④
社
会
規
範
の
二
種
類
の
判
断
に
保
護
手
段
を
拡
大
し
て
い
る
。
③
契
約
と
し
て
は
、

term
s of service

、a com
puter access policy

、a w
ebsite notice

、
更
に
は an em

ploym
ent agreem

ent

が
あ
る
が
、
こ
れ
以
外

に
四
つ
目
の
判
断
基
準
と
し
て
、
④
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
社
会
規
範
に
拡
大
さ
れ
る
。
想
定
さ
れ
る
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
違
反
行
為
と
し
て
、
無

権
限
の
ア
ク
セ
ス
共
有
、F

alse user profi les

（e.g.,F
acebook

）、V
P
N
 access

（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ア
ク

セ
ス
）、D

ate m
ining

（
デ
ー
タ
採
掘
）
の
他
、W

hite H
at hacking

（
善
良
目
的
の
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
も
該
当
す
る
。
か
か
る
議
論
は
、
ル
ー

ル
ベ
ー
ス
が
主
体
の
は
ず
の
米
国
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
発
展
、
ル
ー
ル
ミ
ッ
ク
ス
化
に
関
す
る
議
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
31
）

。

④
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
社
会
規
範
の
違
反
行
為
事
例
と
し
て
、U

.S
. v. N

osal

（9th C
ir.2012 （32

）
）
が
あ
る
。
被
告
従
業
員
は
雇
用
主

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
情
報
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
よ
う
と
し
た
が
、
業
務
に
役
立
て
る
目
的
で
あ
っ
た
。
司
法
省
は
、
雇
用
契

約
上
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
（
③
）、
本
来
で
あ
れ
ば
企
業
側
は
許
容
し
な
い
は
ず
（
④
）、
と
判
断
し
て
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
よ
り
訴
追
し
た

も
の
で
あ
る
。
連
邦
地
方
裁
判
所
は
次
の
通
り
述
べ
て
訴
え
を
却
下
し
た
。
連
邦
議
会
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
者
に
対
し
て
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
使
用
制
限
の
違
反
に
よ
り
（in violation of com

puter use restriction

）
刑
事
責
任
の
拡
大
を
意
図
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
全
員
が
包
含
さ
れ
か
ね
な
い
。
政
府
は
、
軽
微
な
違
反
は
訴
追
し
な
い
と
保
証
す
る
と
し
て
い
る
が
、

我
々
は
地
方
の
検
察
官
の
お
情
け
で
生
き
て
い
く
の
で
は
な
い
（shouldn ’t have to live at the m

ercy of our local prosecutor

）。
魅
力

的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
出
現
し
た
場
合
に
、
政
府
を
信
用
で
き
る
か
は
明
白
で
は
な
い
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
関
し
て
は
、
規
制
当
局
側
が
訴
追
拡
大
の
手
法
と
し
て
規
範
化
概
念
を
持
ち
出
し
、
司
法
判
断
は
こ
れ
を
否
定
し
た
と
い

う
図
式
で
あ
ろ
う
。

三
一
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
七
）

Ⅱ
．
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
み
る
域
外
適
用
と
米
国
法
の
動
向

　

│M
orrison

事
件
、K

iobel

事
件
な
ど
近
時
の
裁
判
例
と
の
整
合
性
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
│

刑
事
法
領
域
に
お
け
る
域
外
適
用
（E

xtraterritorial A
pplication

） 

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
・
客
観
的
属
地
主
義
、
属
人
主
義
、

効
果
主
義
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
が
（
33
）

、
刑
法
に
お
け
る
立
法
意
図
に
よ
る
解
釈
が
重
要
と
な
る
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
お
け
る
保
護
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
（P

rotected C
om
puter

）
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
米
国
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で

あ
っ
て
も
州
際
通
商
（
取
引
）（interstate com

m
erce

）、
海
外
取
引
（interstate or foreign com

m
erce or com

m
unication in the U

.S
.

）
に

影
響
を
与
え
る
場
合
は
本
罪
の
対
象
と
な
る
。
司
法
省
の
解
釈
と
し
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ

り
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
無
断
使
用
の
場
合
、.com

、.net

、.edu

な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
の
規
定
に
従
う
も
の
と
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
断
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
時
の
裁
判
例
と
し
て
①M

orrison v.N
ational 

A
ustralia B

ank

事
件
（M

orrison

事
件
）、
②K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

事
件
の
判
断
枠
組
み
が
参
考
と
な
る
。

1
．M

orrison v.N
ational A

ustralia Bank
事
件
（M

orrison

判
決
）

⑴　

M
orrison

判
決
に
お
け
る
域
外
適
用
の
否
定

M
orrison v.N

ational A
ustralia B

ank

事
件
（M

orrison
判
決
）
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
銀
行
で
あ
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
米
国
預
託
証
券
）

を
Ｎ
Ｙ
に
上
場
し
て
い
た
間
接
的
上
場
の
事
案
で
、foreign-cubed
訴
訟
（
外
国
人
原
告
ら
が
外
国
の
証
券
取
引
所
で
外
国
会
社
の
株
式
を
購

入
し
た
有
価
証
券
に
関
す
る
訴
訟
）
に
つ
い
て
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
初
め
て
審
理
し
た
も
の
で
あ
る
（
34
）

。
争
点
は
、
米
国
内
の
子
会

社
が
行
っ
た
不
正
行
為
に
関
し
、
米
国
外
企
業
の
米
国
外
上
場
株
式
に
つ
い
て
、
米
国
外
投
資
家
が
米
国
に
お
い
て
証
券
取
引
所
法
一
〇

条
⒝
項
の
事
物
管
轄
お
よ
び
訴
権
を
有
す
る
か
で
あ
っ
た
。

三
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
八
）

M
orrison

事
件
の
原
告
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
銀
行
の
子
会
社
に
よ
る
虚
偽
記
載
の
原
因
は
米
国
で
発
生
し
、
虚
偽

記
載
は
同
行
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
証
券
届
出
書
に
盛
り
込
ま
れ
、
一
九
三
四
年
法
第
一
〇
条
⒝
に
よ
る
訴
訟
は
国
内
行
為
に
基
づ
く
請

求
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
最
高
裁
は
法
令
の
真
の
目
的
を
判
断
す
る
と
と
も
に
、
申
立
て
の
国
内
行
為
が
議
会
が
法
律
制
定
時
に
意
図
し

た
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
該
当
法
（
一
九
三
四
年
法
）
の
条
文
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
三
四
年
法
は
、
詐
欺
行
為
そ
の
も
の
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
内
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
た
証
券
、
ま
た
は
国
内
証
券
取

引
所
に
登
録
さ
れ
ず
に
国
内
で
売
買
さ
れ
た
証
券
に
関
連
し
た
詐
欺
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。M

orrison

事
件
の
詐
欺
行
為
は

法
律
が
目
的
と
す
る
行
為
で
は
な
く
、
証
券
の
販
売
は
米
国
内
で
発
生
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
申
立
て
の
国
内
行
為
は
請
求
を
起
こ
す

に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
は
、
議
会
が
通
す
立
法
は
、
米
国
の
土
地
管
轄
内
の
適
用
の
み

が
推
定
さ
れ
、
詐
欺
行
為
の
発
生
地
は
米
国
外
で
あ
り
、
域
外
の
推
定
が
働
く
と
す
る
。
本
判
決
直
後
に
制
定
さ
れ
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン

ク
法
と
の
関
連
も
含
め
、
検
討
を
深
め
た
い
。

⑵　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
証
券
取
引
法
に
関
す
る
域
外
適
用

イ　

米
国
証
券
法
の
域
外
適
用

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
、
従
前
の
米
国
証
券
法
に
関
わ
る
司
法
判
断

を
覆
す
可
能
性
も
あ
り
、
米
国
進
出
の
邦
銀
等
の
影
響
も
大
き
く
、
米
国
証
券
法
に
内
在
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク
、
訴
訟
リ
ス
ク
等
に
関
す

る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
は
詐
欺
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
米
国
政
府
に
対
す
る
訴
権

を
認
め
、
一
般
私
人
に
も
提
訴
権
を
認
め
る
か
が
議
論
さ
れ
る
。

ロ　

モ
リ
ソ
ン
事
件
に
お
け
る
行
為
・
効
果
基
準
と
米
国
最
高
裁
の
域
外
適
用
否
定

三
一
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
九
）

①　

行
為
・
効
果
基
準

米
国
で
は
証
券
法
の
域
外
適
用
は
肯
定
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
最
高
裁
判
所
はM

orrison v. N
ational A

ustralia 

B
ank

事
件
で
域
外
適
用
を
原
則
的
に
否
定
す
る
立
場
を
示
し
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
、
米
国
証
券

法
の
域
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
。
域
外
適
用
否
定
の
立
法
意
思
推
定
、
立
法
目
的
に
照
ら
し
厳
格
に
国
内
行
為
を
判

断
す
る
こ
と
、
非
米
国
有
価
証
券
発
行
体
の
訴
訟
リ
ス
ク
軽
減
へ
の
寄
与
、
同
法
に
よ
る
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
な
ら
び
に
私
人
へ
の

提
訴
権
付
与
等
で
あ
る
。
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
審
は
行
為
・
効
果
基
準
（conduct and eff ects test

）
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
を
有
し

な
い
と
判
断
し
た
が
、
最
高
裁
は
同
じ
結
論
な
が
ら
立
法
意
思
か
ら
法
律
解
釈
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。

②　

最
高
裁
の
判
断

連
邦
最
高
裁
は
、
議
会
の
立
法
意
思
が
明
確
に
存
在
す
る
場
合
に
限
り
法
律
が
域
外
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
、
国
内
行
為
の
存
在
を
主

張
す
る
の
み
で
は
必
ず
し
も
法
律
が
国
内
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。F

oreign-C
ubed

（
外
国
証
券
取

引
所
詐
欺
）
事
件
に
多
岐
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
米
国
内
で
事
業
を
営
む
非
米
国
発
行
体
に
お
い
て
、
米
国
証
券
法
に
関
係
す
る
潜
在
的
リ

ス
ク
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
35
）

。

③　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
と
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
の
影
響

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
一
九
三
四
年
法
を
改
定
し
（
一
九
三
三
年
証
券
法
、
一
九
四
〇
年
投
資
助
言
者
法
の
改
定
も
含
む
）、

同
法
の
詐
欺
禁
止
条
項
の
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
又
は
米
国
政
府
が
提
起
す
る
以
下
の
訴
訟
に
つ
い
て
米
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
管
轄

権
を
賦
与
す
る
。
①
証
券
取
引
が
米
国
外
で
行
わ
れ
、
外
国
投
資
家
の
み
が
関
与
す
場
合
で
あ
っ
て
も
違
反
行
為
を
形
成
し
て
い
る
き
わ

め
て
重
要
な
構
成
部
分
が
米
国
内
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
②
米
国
外
で
行
わ
れ
た
行
為
に
よ
り
、
米
国
内
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す

三
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
〇
）

で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
可
能
な
場
合
。

行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
と
も
み
ら
れ
、
連
邦
議
会
に
よ
る
域
外
適
用
の
立
法
意
思
は
明
白
で
あ
る
た
め
、M

orrison

事
件
の
判
例

法
理
か
ら
も
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
米
国
裁

判
所
に
訴
え
出
る
権
利
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
米
国
政
府
に
付
与
す
る
が
、
一
般
私
人
に
よ
る
米
国
で
の
訴
訟
提
起
は
規
定
し
て
い
な
い
。
同
条
を

拡
張
適
用
し
て
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
一
般
私
人
に
も
米
国
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の

調
査
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
行
う
も
の
と
す
る
。
私
人
へ
の
訴
訟
提
起
権
付
与
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
容
易
に
起
こ
せ
る
よ
う
に
な

り
か
ね
な
い
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
（
36
）

。

規
制
当
局
は
、
司
法
省
の
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T
he F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct of 1977

）
の
摘
発
態
度
に
み
ら
れ
る
通
り
、
政
策

遂
行
か
ら
域
外
適
用
を
強
め
、
他
方
で
裁
判
例
は
域
外
適
用
に
否
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
私
見
で
あ
る
が
、
モ
リ
ソ

ン
事
件
は
域
外
適
用
を
認
め
た
場
合
、
逆
に
米
国
サ
イ
ド
の
国
益
が
損
ね
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
も
み
ら
れ
、
効
果
基
準
・
効
果
主
義
の
立
場

か
ら
鑑
み
て
、
必
ず
し
も
整
合
性
が
と
れ
な
い
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
37
）

。

2
．K

iobel v. R
oyal D

utch Petroleum

事
件
（K

iobel

判
決（38
））

│
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
│

原
告
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
籍
人
で
あ
り
、
残
虐
行
為
（com

m
itting atrocities

）
を
理
由
に
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

企
業
を
被
告
と
す
る
事
案
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
行
為
は
国
外
（
パ
ラ
グ
ア
、
メ
キ
シ
コ
）
で
行
わ
れ
た
。
原
告
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
企

業
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
の
国
際
人
権
法
違
反
を
幇
助
し
た
。
米
国
の
裁
判
管
轄
権
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
た
の
が
外
国
人
不
法
行
為

法
で
あ
る
。
外
国
人
不
法
行
為
法
（A

lien T
ort S

tatute,28 U
.S
.C
.§
1350,A

T
S

）
の
下
で
国
外
行
為
に
つ
い
て
米
国
裁
判
所
で
争
い
う

る
訴
訟
原
因
が
生
じ
る
か
で
あ
る
（
39
）

。

三
一
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
一
）

外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
で
は
、
米
国
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
条
約
お
よ
び
国
際
慣
習
法
（law

 of nations

）
の
違
反
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
た
外
国
人
に
よ
る
不
法
行
為
訴
訟
に
つ
い
て
合
衆
国
地
方
裁
判
所
が
第
一
審
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
（
40
）

。
合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
慣
習
国
際
法
が
企
業
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
訴
え
を
却
下
し

た
。
最
高
裁
に
お
け
る
争
点
は
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
に
も
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
が
適
用
さ
れ
る
か
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
本
件
に
お
い
て
推
定

が
覆
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
最
高
裁
判
決
は
、
原
審
判
決
を
維
持
し
Ａ
Ｔ
Ｓ
に
も
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
は
適
用
さ
れ
、
本
件
で
は
推
定

が
覆
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

問
題
点
は
、
上
訴
人
が 
外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
の
下
で
適
切
な
主
張
を
し
た
か
否
か
で
な
く
、
主
張
が
外
国
の
領
域
で
行
わ

れ
た
行
為
に
ま
で
届
く
か
で
あ
る
。
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
は
、
制
定
法
に
域
外
適
用
に
つ
い
て
明
確
な
指
示
が
な
い
場
合
に
域
外
へ

の
適
用
が
な
い
と
す
る
原
則
で
、
合
衆
国
法
は
国
内
問
題
を
統
治
し
、
世
界
を
支
配
し
な
い
と
い
う
推
定
（presum

ption that U
nited 

S
tates L

aw
 governs dom

estically but does not rule the w
orld

）
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
推
定
は
、
他
国
の
法
と
の
国
際
的
な

軋
轢
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
意
図
し
な
い
衝
突
を
防
止
す
る
こ
と
に
役
立
つ
（serves to protect against unintended clashes betw

een 

our law
s and those of other nations

）
も
の
で
あ
る
（
41
）

。
国
際
礼
譲
（international com

ity

）
主
義
（
42
）

に
依
拠
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

政
治
部
門
が
明
ら
か
に
意
図
し
て
い
な
い
外
交
政
策
上
の
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
合
衆
国
法
の
解
釈
を
司
法
が
誤
っ
て
採
用
し
な
い

よ
う
に
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
が
制
定
さ
れ
た
元
々
の
歴
史
的
経
緯
（the historical background

）
も
、
即
ち
米
国
に
赴
任

し
て
き
た
外
国
大
使
の
保
護
、
カ
リ
ブ
海
の
海
賊
に
対
す
る
防
御
な
ど
も
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
を
克
服
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た

こ
と
を
立
証
す
る
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
米
国
が
こ
う
し
た
刑
事
・
民
事
責
任
訴
訟
に
関
し
て
、
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
と
な
る
こ
と
を

防
止
す
る
も
の
と
も
い
え
る
（includes a distinct interest in prenventing the U

nited S
tates from

 becom
ing a safe harbor （43

）
）。

三
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
二
）

上
記
の
通
り
、
外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
に
関
す
る
最
新
の
最
高
裁K
iobel

判
決
で
は
、S

osa v A
lvarez-M

achain

判
決
（
44
）

と

は
対
照
的
に
、
訴
え
を
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
（lack of subject m

atter jurisdiction

）
の
ゆ
え
に
却
下
し
た
（
45
）

。
米
国
法
の
域
外
適
用
否

定
の
推
定
則
を
援
用
し
、
原
告
主
張
を
否
定
し
て
い
る
（
46
）

。

3
．
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
の
論
点
│
管
轄
権
の
存
否
と
実
体
法
上
の
有
効
性
の
差
異
│

K
iobel

判
決
に
お
け
る
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
に
関
し
て
は
、
管
轄
権
の
誤
謬
の
論
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。
外
国
人
不
法

行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
は
完
全
に
管
轄
権
に
関
す
る
法
律
で
あ
り
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
を
論
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

外
国
人
不
法
行
為
法
は
行
為
の
内
容
を
規
律
す
る
も
の
で
な
く
、
一
定
の
事
件
に
連
邦
裁
判
所
を
訴
訟
の
場
と
し
て
提
供
す
る
だ
け
の
管

轄
権
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
。
同
法
の
管
轄
権
の
範
囲
に
入
る
事
件
を
規
律
す
る
実
体
法
は
国
際
法
で
あ
っ
て
米
国
法
そ
の
も
の
で
は
な

い
。K

iobel

判
決
で
は
、
拷
問
や
裁
判
に
よ
ら
な
い
処
刑
はS

osa

事
件
で
問
題
と
な
っ
た
拉
致
よ
り
も
深
刻
で
あ
り
、
訴
訟
原
因
が
な

い
と
い
う
口
実
で
問
題
回
避
が
で
き
ず
、
最
高
裁
は
国
際
法
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
煙
幕
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。
域
外
適
用
の
問
題
に

注
意
を
集
め
て
、
訴
訟
原
因
の
存
否
、
企
業
の
国
際
不
法
故
意
責
任
の
有
無
な
ど
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
に
向
き
合
わ
な
か
っ
た
。
問
題

の
回
避
は
、
最
高
裁
が
下
級
審
の
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
を
理
由
に
訴
訟
を
却
下
す
る
と
い
う
手
続
き
論
に
よ
っ
て
処
理
を
図
っ
た
こ
と

で
複
雑
化
し
て
い
る
。
実
際
は
法
律
の
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
に
依
拠
し
て
本
案
問
題
を
最
高
裁
は
扱
っ
て
お
り
、
判
決
は
本
案
問
題

に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
に
は
国
際
人
権
法
の
問
題
と
い
う
国
際
法
の
実
体
問
題
を
判
断
す

る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
国
際
法
の
形
成
に
参
加
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
は
な
ら
な
い
。

域
外
適
用
の
実
体
的
性
質
に
関
し
て
、K

iobel

判
決
に
お
け
る
最
高
裁
の
誤
り
は
、
域
外
適
用
の
問
題
が
事
件
の
本
案
に
つ
い
て
の

判
断
で
な
く
、
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
の
問
題
と
し
て
事
件
を
却
下
し
た
こ
と
に
あ
る
。
事
物
管
轄
権
の
問
題
は
裁
判
所
に
審
理
権
限
の

三
二
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
三
）

問
題
で
あ
り
（
48
）

、
本
案
は
請
求
の
実
体
法
上
の
有
効
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

Ⅲ
．
域
外
適
用
の
司
法
判
断
と
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
敷
衍
と
世
界
的
な
規
範
形
成

こ
う
し
た
域
外
適
用
に
係
る
近
時
の
米
国
判
例
の
傾
向
を
み
る
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
な
ど
米
国
法
の
過
度
に
広
い
域
外
適
用
を

米
国
司
法
省
な
ど
が
積
極
的
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
米
国
の
裁
判
官
は
懸
念
し
始
め
て
お
り
、
謙
抑
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
司
法
省
に
よ
る
域
外
適
用
の
制
約
要
因
と
な
ろ
う
（Joseph L

. H
off m
ann

教
授
）。
域
外
適
用
に
係
る

司
法
判
断
の
動
向
は
、
世
界
的
な
規
範
形
成
の
一
環
で
も
あ
る
（
49
）

。

域
外
適
用
を
巡
る
米
国
判
例
の
動
揺
に
つ
い
て
は
、
米
国
裁
判
所
が
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
（a safe harbor

）
と
な
る
こ
と
を
避
け
て
い
る

と
す
れ
ば
、
司
法
の
判
断
と
当
局
の
意
図
は
逆
に
結
果
的
に
は
同
一
方
向
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
理
論
的
整
合
性
よ
り
も
広
義

の
国
益
の
保
護
に
主
眼
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
効
果
主
義
の
範
疇
に
入
る
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
。

翻
っ
て
英
国
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
係
る
域
外
適
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
私
見
と
な
る
が
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
外
国
銀
行
支
店
、
本
国
の
本
社
に
対
す
る

域
外
適
用
な
ど
に
関
す
る
規
制
当
局
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
施
行
時
期
（
二
〇
一
六
年
三
月
七
日
）
の
前
の
段
階
で
あ
る
が
、
近
時
の
司
法

判
断
を
受
け
て
か
、
抑
制
的
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
刑
事
罰
規
定
導
入
な
ど
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
強
め
る
に
伴
い
、
導
入
後

の
姿
勢
の
変
化
な
ど
は
不
透
明
と
い
え
る
。
我
が
国
の
全
銀
協
か
ら
も
懸
念
が
出
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
英
国
の
政
策
方
針
は
Ｅ
Ｕ
の
中

で
も
独
自
性
を
強
め
つ
つ
あ
り
、
ま
た
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
米
国
と
は
根
本
的
相
違
も
あ
ろ
う
が
、
今
後
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
方
向
性
を
考
察
す
る

上
で
大
き
な
示
唆
と
な
ろ
う
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
お
け
る
ル
ー
ル
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
け
る
行
動
規
範
・
ル
ー
ル
の

整
備
が
実
効
性
確
保
の
一
つ
の
鍵
と
な
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
英
国
規
制
当
局
は
政
策
の
独
自
性
を
強
め
る
方
向
の
流
れ
に
あ
り
、
金
融
資
本
市
場
・
証
券
取
引
所
の
国
際
競
争
の

三
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
四
）

中
で
、
あ
く
ま
で
も
金
融
機
関
の
体
質
改
善
、
ひ
い
て
は
英
国
金
融
市
場
の
競
争
力
強
化
等
に
主
眼
が
あ
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
域
外
適
用
を
本

邦
銀
行
の
日
本
本
社
に
及
ぼ
す
こ
と
に
は
現
時
点
で
は
消
極
的
な
コ
メ
ン
ト
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
域
外
適
用
に
よ
る
海
外
銀
行
に
対
す

る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
で
摘
発
件
数
や
制
裁
金
収
入
は
増
加
し
て
も
、
日
本
市
場
の
競
争
力
強
化
に
資
す
る
こ
と
は
矛
盾
と
も
な

る
。
英
国
が
Ｓ
Ｍ
Ｒ
導
入
に
よ
る
規
制
の
独
自
色
を
強
め
る
こ
と
は
国
際
礼
譲
と
は
逆
の
方
向
性
で
あ
る
が
、
域
外
適
用
の
意
味
合
い
は

そ
の
狭
間
で
考
察
さ
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
か
。

第
六
章
． 
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
全
社
的
な
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
管
理

Ⅰ
．
企
業
集
団
内
部
統
制
と
し
て
の
海
外
子
会
社
管
理
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

　

│
改
正
会
社
法
に
お
け
る
海
外
事
業
の
内
部
統
制
、
内
部
監
査
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
、
域
外
適
用
に
よ
る
刑
罰
リ
ス
ク
の
高
ま
り
か
ら
、
海
外
子
会
社
の
内
部
統
制
・
内
部
監
査
体
制
の
強
化
が
急
務

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
全
社
的
な
リ
ス
ク
管
理
の
要
諦
を
示
し
た
い
。

1
．
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制
と
し
て
の
海
外
子
会
社
管
理

内
部
統
制
、
内
部
監
査
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
新
た
な
形
で
先
鋭
化
し
て
い
る
領
域
と
し
て
、
企
業
集
団
内
部
統
制
と
し
て
の
海

外
子
会
社
管
理
が
あ
る
。
二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
を
背
景
に
多
国
籍
化
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

今
後
の
内
部
統
制
の
要
点
と
し
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
一
体
と
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
内
部
統
制
、
②
電
子
化
情
報
を
含
め
た
文
書
化
・

記
録
化
が
重
要
な
鍵
と
な
る
（
50
）

。
オ
リ
ン
パ
ス
・
大
王
製
紙
事
件
な
ど
、
経
営
ト
ッ
プ
に
よ
る
不
正
の
関
与
は
内
部
統
制
の
弱
点
と
し
て
指

摘
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
利
い
た
内
部
統
制
が
求
め
ら
れ
る
。

三
二
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
五
）

東
芝
事
件
の
不
正
会
計
問
題
に
関
し
て
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
第
三
者
委
員
会
が
提
出
し
た
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
（
51
）

、
東
芝
は

二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
二
〇
一
四
年
一
二
月
ま
で
の
約
七
年
間
で
合
計
一
五
一
八
億
円
の
利
益
の
水
増
し
を
行
っ
て
い
る
。
海
外
子
会
社

関
連
の
会
計
不
正
が
含
ま
れ
る
が
、
受
注
し
た
工
事
計
画
に
お
い
て
見
積
り
よ
り
も
低
い
原
価
計
上
を
行
っ
た
こ
と
、
損
益
赤
字
の
予
想

に
お
い
て
必
要
な
損
失
引
当
金
を
計
上
し
な
か
っ
た
こ
と
、
当
時
の
経
営
ト
ッ
プ
に
お
い
て
予
測
可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
い
は
引
当
金
計

上
を
懸
念
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
た
こ
と
等
の
問
題
点
が
あ
る
。

改
正
会
社
法
・
施
行
規
則
で
求
め
ら
れ
る
子
会
社
管
理
体
制
と
海
外
子
会
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
改
正
会
社
法
施
行
規
則
で
は
取
締
役

会
決
議
の
対
象
事
項
と
し
て
子
会
社
管
理
体
制
に
関
す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
決
議
対
象
は
子
会
社
の
体
制
で
な
く
親
会
社
に
お

け
る
体
制
で
あ
り
、
職
務
執
行
情
報
に
つ
い
て
は
子
会
社
の
職
務
執
行
に
関
す
る
情
報
収
集
体
制
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
リ
ス

ク
管
理
規
程
作
成
に
親
会
社
が
い
か
に
関
わ
る
か
を
決
議
す
る
こ
と
に
な
る
。

2
．
海
外
事
業
の
リ
ス
ク
管
理
の
実
際

　

│
グ
ロ
ー
バ
ル
ル
ー
ル
の
変
容
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
コ
ス
ト
の
増
加
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
│

海
外
事
業
の
リ
ス
ク
管
理
の
実
際
に
関
し
、
新
興
国
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
リ
ス
ク
と
規
制
リ
ス
ク
の
管

理
に
つ
い
て
、
贈
収
賄
、
独
占
禁
止
法
、
人
事
・
労
務
、
知
的
財
産
権
、
税
法
等
に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
。
贈
収
賄
に
つ
い
て
は
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国
Ｂ
Ａ
な
ど
域
外
適
用
の
問
題
も
含
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
お
り
、
現
地
法
、
日
本
法
、
米

国
・
英
国
の
各
法
律
の
下
で
三
重
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
贈
賄
リ
ス
ク
の
評
価
に
は
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン

シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（T

ransparency International T
I

）
の
Ｔ
Ｉ
世
界
腐
敗
認
識
指
数
（C

orruption P
erceptions Index C

P
I （52

）
）

が
参
考
に
な
る
。

三
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
六
）

独
占
禁
止
法
に
つ
い
て
は
国
際
カ
ル
テ
ル
規
制
に
関
し
て
新
興
国
で
課
徴
金
減
免
制
度
（
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
）
付
き
独
占
禁
止
法
が
制

定
・
施
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
多
国
籍
企
業
で
は
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
等
に
よ
る
情
報
入
手
に
よ
り
、
い
ち
早
く
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
対
応
を
図
る
こ

と
が
重
要
に
な
る
。
人
事
・
労
務
で
は
、
事
業
撤
退
に
伴
う
人
員
リ
ス
ト
ラ
等
に
際
し
て
混
乱
が
生
じ
や
す
く
、
労
働
契
約
法
分
野
の
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
知
的
財
産
法
に
つ
い
て
は
、
新
興
国
に
お
け
る
知
的
財
産
権
侵
害
リ
ス
ク
は
依
然
大
き
い

が
、
近
時
は
侵
害
者
に
さ
れ
る
リ
ス
ク
も
新
た
に
生
じ
て
お
り
、
登
録
で
き
る
権
利
は
早
期
に
登
録
す
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

税
法
・
国
際
税
務
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
取
引
に
お
け
る
移
転
価
格
（transfer pricing

）、
租
税
条
約
の
恒
久
的
施
設
（P

erm
anent 

E
stablishm

ent P
E

）
と
し
て
認
定
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
増
大
し
、
移
転
価
格
や
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
に
関
す
る
新
た
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

ル
ー
ル
遵
守
も
重
要
に
な
る
。
全
体
と
し
て
国
際
的
節
税
防
止
の
視
点
か
ら
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（B

ase E
rosion and P

rofi t S
hifting

）
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
（
53
）

に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ル
ー
ル
形
成
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
と
さ
れ
た
基
準
自
体
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
企
業
側
の
対
応
が
求

め
ら
れ
る
。

第
七
章
．
ま
と
め
に
か
え
て

1
．
組
織
法
的
考
察
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

本
稿
で
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
の
中
の
刑
事
罰
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
、
国
際
取
引
法
領
域
の
規
定
・
裁
判
例

を
主
題
材
に
考
察
を
進
め
た
。
国
際
取
引
法
領
域
に
お
け
る
刑
罰
規
定
に
関
し
て
、
近
時
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
は
要
件
・
効
果
を
検
討
し
た
。
米
国
の
規
制
当
局
で
あ
る
司
法

省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
監
視
委
員
会
）
に
よ
る
事
実
上
の
域
外
適
用
を
図
る
力
は
強
ま
り
、
両
罰
規
定
さ
ら
に
は
共
謀
罪
適
用
な
ど

三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
七
）

を
通
し
て
個
人
責
任
追
及
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
も
同
様
で
あ
り
、
違
法
性
に
係
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
分

野
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
経
営
の
妥
当
性
・
効
率
性
と
い
っ
た
経
営
戦
略
面
の
失
敗
に
対
す
る
経
営
陣
の
責
任
追
及
が
疎
か
に
な
っ
た
こ
と

が
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
、
さ
ら
に
近
時
の
英
国
な
ど
新
た
な
金
融
不
祥
事
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
取
締
役
会
な
ど
集
団
的
意
思

決
定
シ
ス
テ
ム
に
保
護
さ
れ
た
経
営
面
の
大
き
な
失
敗
に
対
し
て
は
刑
事
罰
を
含
む
個
人
責
任
追
及
を
強
め
る
考
え
方
が
根
底
に
あ
る
。

経
営
戦
略
面
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
境
界
領
域
の
峻
別
、
一
つ
の
取
締
役
会
（
ワ
ン
ボ
ー
ド
）
の
中
で
経

営
陣
が
監
督
・
監
視
の
任
務
と
業
務
執
行
の
任
務
を
区
別
し
て
担
う
こ
と
の
問
題
点
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。
社
外
取
締
役
、
内
部
常
勤

の
監
督
役
な
ど
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on E
xecutive D

irector N
E
D

）
に
つ
い
て
は
、
戦
略
面
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
社
外
取
締
役
に
は
期

待
が
か
か
り
、
情
報
入
手
、
研
修
な
ど
を
通
じ
て
徐
々
に
内
勤
化
と
も
い
え
る
状
態
が
現
出
し
か
ね
な
い
こ
と
、
結
果
と
し
て
業
務
執
行

の
推
進
役
と
監
視
役
の
双
方
を
非
業
務
執
行
取
締
役
（
特
に
社
外
取
締
役
）
が
担
う
と
い
う
自
己
監
査
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
英
米
型

の
ワ
ン
ボ
ー
ド
機
構
な
ら
で
は
の
脆
弱
性
・
ジ
レ
ン
マ
が
内
包
す
る
。
企
業
側
は
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
な
ど
で
議
論
さ
れ
る
三

つ
の
防
衛
線
（three lines of defense

）
の
内
部
監
査
機
能
を
最
後
の
砦
と
し
て
か
か
る
リ
ス
ク
に
対
応
せ
ん
と
す
る
が
、
内
部
監
査
部

署
・
機
能
は
取
締
役
な
ど
経
営
陣
で
は
な
く
従
業
員
レ
ベ
ル
の
日
常
監
査
が
主
で
あ
る
た
め
、
そ
の
制
度
設
計
と
し
て
経
営
陣
ト
ッ
プ
で

あ
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
業
務
執
行
役
員
）
の
下
に
レ
ポ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
就
け
る
か
、
あ
る
い
は
非
業
務
執
行
取
締
役
主
体
の
監
査
（
等
）
委
員

会
に
就
け
る
か
、
そ
の
場
合
の
内
部
監
査
部
署
の
従
業
員
の
人
事
・
報
酬
面
の
権
限
を
如
何
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
か
ら
切
り
離
す
か
が
課
題
と
な
る

が
、
他
方
で
年
一
回
程
度
の
決
算
・
会
計
監
査
で
な
く
日
常
監
査
が
主
で
あ
り
、
日
々
の
業
務
に
監
査
結
果
を
活
用
・
改
善
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
業
務
を
率
い
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
執
行
陣
に
は
い
ち
早
く
情
報
を
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

も
抱
え
る
。
海
外
業
務
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
内
部
統
制
自
体
が
法
制
度
・
慣
習
も
異
な
る
現
地
法
人
に
お
い
て
行
わ
れ
る
た
め
、
本
社

三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
八
）

と
の
一
体
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
の
構
築
・
運
用
の
実
践
に
は
一
層
の
困
難
な
面
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。

2
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

の
刑
罰
規
定
導
入
と
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
金
融
業
界
の
海
外
会
社
の
経
営
執
行
の
機
能
に
つ
い
て
、
進
出
国
の
規
制
当
局
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
管
理
と
も

い
え
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
英
国
のS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
刑
罰
規
定
導
入
、
な
ら
び
に
域

外
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
導
入
に
向
け
議
論
が
進
め
ら
れ
る
未
調
整
項
目
も
含
め
て
検
討
を
し
た
。
並
行
し
て
、
証
券

取
引
法
や
経
済
法
、
国
際
不
正
取
引
防
止
法
領
域
の
刑
罰
規
定
に
関
し
て
、
規
範
化
概
念
と
域
外
適
用
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
。
域
外

適
用
の
問
題
は
規
制
当
局
と
裁
判
所
の
綱
引
き
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
経
営
戦
略
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
（John P

ottage v. F
S
A

（F
S
/2010/0033

））
を
契
機
にA

pproved P
ersons 

R
egim

e

がS
enior M

anagem
ent R

egim
e
へ
抜
本
的
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
関
す
る
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、

規
制
当
局
は
現
時
点
で
抑
制
的
な
運
用
方
針
を
示
す
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
を
確
保
す
べ
く
、
将
来
は
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同

様
に
積
極
的
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
自
国
の
取
引
所
の
競
争
力
強
化
か
、
課
徴
金
重
視
か
な
ど
の
競
争
政
策
面
の
思
惑
も
絡
ん
で
こ
よ

う
。
ま
た
背
景
に
は
、
国
際
金
融
規
制
を
担
う
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
発
す
る
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
に
お
い
て
、
各
主
要
銀
行
の
自
主
的

な
内
部
格
付
け
手
法
を
採
用
す
る
な
ど
裁
量
的
リ
ス
ク
管
理
手
法
を
採
用
し
た
が
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
勃
発
の
反
省
か
ら
最
新
の
バ
ー

ゼ
ル
Ⅲ
に
お
い
て
は
リ
ス
ク
計
測
に
つ
き
内
部
格
付
け
手
法
の
後
退
、
比
較
可
能
性
を
意
識
し
た
統
一
的
指
標
の
重
視
な
ど
国
際
金
融
規

制
は
全
般
的
規
制
強
化
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
こ
う
し
た
国
際
金
融
法
制
の
大
き
な
底
流
も
背
景
に
存
在
し
て
い
よ
う
。

経
営
執
行
陣
の
責
任
追
及
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
な
ど
規
制
当
局
の
姿
勢
は
規
制
強
化
に
傾
き
、
ま
た
規
制
コ
ス
ト
低
減
か
ら

企
業
の
自
主
的
な
内
部
監
査
の
充
実
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
国
際
取
引
法
分
野
で
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
導
入
、
域
外
適

三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
九
）

用
拡
大
な
ど
の
当
局
の
姿
勢
が
顕
現
化
し
、
他
方
で
裁
判
判
例
は
一
定
の
謙
抑
制
を
示
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
効
果
主
義
、
客
観
的
属
地
主
義
の
拡
大
な
ど
実
質
上
の
域
外
適
用
、
さ
ら
に
は
共
謀
罪
適
用
な
ど
に
よ
り
、
当
局

は
両
罰
規
定
で
あ
る
刑
罰
規
定
を
含
む
個
人
に
対
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
強
化
す
る
。
ま
た
他
の
国
際
取
引
法
・
経
済
法
に
か
か

る
刑
罰
規
定
の
検
討
か
ら
、
規
範
化
概
念
の
拡
大
、
域
外
適
用
の
当
局
の
恣
意
性
と
適
用
圧
力
増
大
が
汲
み
取
れ
、
同
じ
く
国
際
取
引
に

か
か
る
一
九
七
二
年
創
設
さ
れ
た
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
み
て
も
既
に
適
用
の
事
例
数
の
蓄
積
も
あ
り
、
厳
罰
化
、
両
罰
規
定
に
よ
る
個
人
責

任
追
及
、
さ
ら
に
は
共
謀
罪
の
適
用
に
よ
る
立
件
の
容
易
化
、
和
解
な
ど
を
通
じ
た
連
鎖
的
な
対
象
範
囲
の
拡
大
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
裁
判
例
で
は
全
般
的
に
謙
抑
的
な
傾
向
が
指
摘
さ
れ
、
今
後
の
趨
勢
が
注
視
さ
れ
る
。

英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
い
て
創
設
さ
れ
る
予
定
の
刑
罰
規
定
の
内
容
は
現
時
点
で
は
詳
細
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
規
制
当
局
の
発
言
で
は
域

外
適
用
を
否
定
す
る
が
、
我
が
国
全
銀
協
で
は
懸
念
の
表
明
が
さ
れ
て
い
る
。
関
連
法
領
域
に
お
け
る
刑
罰
規
定
に
つ
い
て
は
規
範
化
概

念
の
進
展
が
判
例
に
よ
り
窺
え
る
こ
と
、
規
制
当
局
の
訴
追
拡
大
の
手
法
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
一
方
で
は
裁
判
例
は
域
外
適
用
に
は

謙
抑
的
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
規
範
化
概
念
の
拡
大
、
域
外
適
用
に
対
す
る
裁
判
所
の
謙
抑
姿
勢
の
狭

間
で
国
際
取
引
・
経
済
法
に
か
か
る
刑
罰
規
定
も
策
定
、
運
用
が
進
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
か
か
る
国
際
金
融
法
制
も
ソ
フ

ト
ロ
ー
と
し
て
こ
う
し
た
裁
判
例
を
通
し
、
形
成
、
発
展
し
て
い
く
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
刑
罰
規
定
も
今
後
の
域
外
適
用
の

リ
ス
ク
は
十
分
に
想
定
さ
れ
、
全
銀
協
会
か
ら
も
懸
念
が
示
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

内
部
監
査
と
一
体
化
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
（plan-do-check-act cycle
）
を
意
識
し
た
連
結
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

我
が
国
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
掲
げ
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
一
体
化
し
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
規
律
付
け
が

大
切
と
な
る
が
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
三
つ
の
防
衛
線
（three lines of defence

）
に
基
づ
く
制
度
設
計
に

三
二
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
〇
）

関
し
て
、
英
国
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
考
察
が
重
要
な
示
唆
と
な
る
。
我
が
国
で
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
内
、
企
業
の
自
主
的
規
制
で
あ
るC

ertifi cation 

R
egim

e
（
Ｃ
Ｒ
）
導
入
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
別
稿
で
示
唆
し
た
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
・
上
場
規
則
と
な
っ
て
い
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
個
人
対
象
あ
る
い
は
両
罰
規
定
た
る
刑
事
罰
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
は
現
時
点
で
現
実
的
で
は
な
い
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
い
て
は
海
外
子
会
社
を
含
む
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
が
求
め
ら
れ
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵
守
）
と
経
営
の

妥
当
性
領
域
の
失
敗
の
区
分
も
不
明
確
化
し
つ
つ
あ
り
、
金
融
業
界
を
含
め
欧
米
規
制
当
局
側
の
規
制
強
化
の
姿
勢
は
明
確
で
こ
う
し
た

考
察
は
今
後
大
い
に
意
味
を
持
っ
て
く
る
も
の
と
思
料
す
る
。

従
前
の
集
団
的
意
思
決
定
の
保
護
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
線
引
き
等
が
不
透
明
な
運
用
の
あ
り
方
か
ら
、

個
人
責
任
追
及
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
へ
の
流
れ
が
窺
え
、
そ
の
一
環
で
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
が
ら
経
営
意
思
決
定
に
か
か
る
責
任
に

も
規
律
対
象
を
拡
大
し
刑
罰
規
定
導
入
も
予
定
さ
れ
る
な
ど
、
我
が
国
の
今
後
の
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
繋
が
る
。

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
関
し
て
、
第
一
義
的
に
は
企
業
に
対
し
規
制
当
局
の
適
用
圧
力
が
か
か
る
た
め
、
企
業
側
の
対
応
は
海
外
子
会

社
へ
の
企
業
集
団
的
内
部
統
制
、
内
部
監
査
の
構
築
、
運
用
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
達
成
が
重
要
と
な
り
、
本
社
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル

本
社
に
よ
る
全
社
的
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent E

R
M

）
の
構
築
・
運
用
に
か
か
る
こ
と
に
な

る
。3

．
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
ら
び
に
内
部
統
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
会
社
法
上
の
義
務
に
か
か
る
考
察

⑴　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
法
的
意
義
と
民
事
・
刑
事
責
任
│
善
管
注
意
義
務
へ
の
転
換
│

関
連
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
か
か
る
自
己
規
律
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
基

づ
く
法
執
行
事
例
に
お
い
て
は
、
被
訴
追
企
業
に
対
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
を
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
・
プ
ロ

三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
一
）

セ
ス
に
お
い
て
要
求
す
る
こ
と
で
訴
追
延
期
・
免
除
を
図
る
等
の
司
法
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（A
 R
esource G

uide to the U
.S
. F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct （54
）

）
に
お
い
て
米
国
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
は
証
券
取
引
委

員
会
（S

ecurities and E
xchange C

om
m
ission

）
と
共
に
刑
罰
法
規
の
解
釈
論
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
（
55
）

。
上
場
企
業
に
対

し
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
を
促
す
こ
と
で
実
効
的
な
企
業
ガ
バ
ナ
ン
ス
確
保
を
規
制
当
局
は
意
図
し
て
い
る
（
56
）

。

米
国
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
度
に
お
い
て
は
、
企
業
内
に
自
主
的
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
整
備
・

構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
法
抵
触
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
も
民
事
・
刑
事
責
任
の
減
免
が
図
ら
れ
、
自
主
的
な
内
部
規
律
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
と
な
り
、
規
制
当
局
か
ら
は
規
制
コ
ス
ト
削
減
に
も
繋
が
る
。
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
内
部
告
発
奨
励
条
項
が
か

か
る
自
主
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
効
性
に
与
え
る
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
も
述
べ
て
き
た
。

会
社
の
取
締
役
が
負
う
法
令
遵
守
義
務
（
会
社
法
三
五
五
条
）
に
お
い
て
、
法
令
に
は
会
社
法
上
の
規
定
の
他
に
全
国
内
法
を
意
味
し

（
非
限
定
説
（
57
）

）、
加
え
て
国
際
取
引
、
海
外
事
業
を
行
う
場
合
に
全
て
の
外
国
法
令
遵
守
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
る
（
58
）

。
我
が
国
の
外
国
公
務

員
贈
賄
罪
の
他
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
り
得
る
企
業
内
の
取
締
役
は
善
管
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
外
国
法
令
を
遵

守
す
る
た
め
の
内
部
統
制
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。
内
部
統
制
体
制
不
備
等
に
よ
り
従
業
員
等
の
違

法
行
為
を
防
止
で
き
ず
に
会
社
に
罰
金
が
科
さ
れ
る
場
合
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
会
社
に
科
さ
れ
る
罰
金
等
を

取
締
役
に
損
害
賠
償
請
求
で
き
る
か
に
つ
き
、
罰
金
の
一
身
専
属
性
等
を
理
由
に
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
が
（
主
に
刑
法
学
者
）、
裁
判
例
、

会
社
法
上
の
学
説
か
ら
は
肯
定
説
（
59
）

が
多
く
見
ら
れ
る
（
60
）

。

刑
罰
規
定
と
役
員
個
人
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
の
接
点
の
課
題
と
な
る
が
、
①
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
国
際
取
引
法
上
問
わ
れ
る
対
会
社
責

任
と
し
て
罰
金
な
ど
の
刑
罰
規
定
が
定
め
ら
れ
る
場
合
、
こ
れ
を
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
と
し
て
役
員
個
人
に
請
求
で
き
る
か
、
個
人

三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
二
）

の
民
事
責
任
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
肯
否
が
あ
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
免
責
は
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
に
関

わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
要
求
水
準
を
厳
格
に
設
定
し
す
ぎ
る
と
内
部
規
定
に
違
反
し
た

と
い
う
善
管
注
意
義
務
違
反
に
直
面
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
他
方
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
緩
く
設
定
す
る
と

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
等
の
免
責
を
得
や
す
く
な
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
不
正
防
止
自
体
の
機
能
を
果
た
し
に
く
く
な
る
。
②
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

等
に
お
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
（
禁
固
・
罰
金
）
が
直
裁
的
に
規
定
・
追
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

⑵　

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
か
か
る
自
己
規
律
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

こ
う
し
た
観
点
の
下
、
内
部
規
定
と
会
社
法
上
の
義
務
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。
我
が
国
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
・
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
、
会
社
法
制
の
観
点
か
ら
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
等
の
任
務
懈
怠
に
対
し
て
、
非
業
務
執
行
役
員

（
独
立
社
外
取
締
役
、
社
外
監
査
役
等
）
の
助
言
・
勧
告
な
ど
の
果
た
す
べ
き
役
割
・
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ソ
フ
ト
ロ
ー
の
発
展
形
態
と
し
て
、
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
よ
う
に
ハ
ー
ド
ロ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
刑
事
罰
、
民
事
罰
規
定
ま
で
直
接
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
と
し
て
盛
り
込
む
ケ
ー
ス
は
と
も
か
く
、
我
が
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
よ
う
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス

の
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
原
則
に
止
ま
る
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
い
か
に
図
る
か
、
経
営
執
行
陣
な
ら
び
に

こ
れ
を
監
視
・
監
督
す
る
非
業
務
執
行
役
員
の
義
務
、
責
任
追
及
が
次
な
る
考
察
課
題
と
な
る
。

就
中
、
業
界
自
主
ル
ー
ル
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
要
求
事
項
に
対
す
る
役
員
の
義
務
違
反
が
観
念
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
考
察
は
、
我

が
国
に
お
い
て
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
企
業
集
団
内
部
統
制
、
更
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
係
る
金
融
機

関
、
上
場
企
業
等
の
備
え
と
し
て
意
味
を
持
と
う
。
業
界
自
主
ル
ー
ル
な
ど
を
内
容
の
一
部
と
す
る
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
体
制
構
築
・
運
用
は
取
締
役
会
の
義
務
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
の
任
務
懈
怠
に
対
し
て
社
外
役
員
・
非
業
務
執
行
取

三
三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
三
）

締
役
が
い
か
な
る
義
務
・
責
任
を
負
う
か
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
が
論
点
と
な
る
。

我
が
国
会
社
法
に
お
い
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
リ
ス
ク
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
の
必
要
性
あ
る
い
は
義
務
化
に
関
し
て
役
員

の
対
会
社
、
対
第
三
者
責
任
が
問
わ
れ
た
判
例
は
多
く
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
構
築
義
務
違
反
が
否
定
さ
れ
た
事
案
も
あ
る
（
61
）

。

社
外
役
員
に
お
い
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
し
て
代
表
取
締
役
の
任
務
懈
怠
に
対
す
る
監
督
を
怠
っ
た

監
査
役
の
会
社
に
対
す
る
損
害
賭
償
責
任
の
有
無
・
程
度
が
問
題
と
な
っ
た
直
近
の
事
案
（
セ
イ
ク
レ
ス
ト
役
員
責
任
査
定
決
定
異
議
申
立
事

件
控
訴
審
判
決
・
大
阪
高
判
平
成
二
七
年
五
月
二
一
日
）
に
お
い
て
、
社
外
監
査
役
に
対
し
会
社
に
対
す
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
ほ

か
、
当
該
代
表
取
締
役
の
解
職
に
向
け
た
助
言
ま
た
は
勧
告
を
義
務
付
け
た
上
で
、
そ
の
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
代
表
取
締
役
の
金
員
交

付
に
係
る
任
務
懈
怠
を
防
止
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
、
監
査
役
の
任
務
懈
怠
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
、
当
該
監
査
役
が
社
外
監
査

役
で
あ
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
（
62
）

。

社
外
監
査
役
の
助
言
・
勧
告
義
務
の
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
日
本
監
査
役
協
会
「
監
査
役
監
査
基
準
」
の
法
規
範
性
が
問
わ
れ
る
（
63
）

。
当

該
事
案
で
は
同
基
準
を
自
社
基
準
と
し
て
内
部
規
範
化
し
て
お
り
、
従
業
員
が
内
規
に
従
う
義
務
が
あ
る
か
、
業
界
自
主
ル
ー
ル
に
従
う

義
務
が
あ
る
か
、
裁
判
所
が
法
的
義
務
と
し
て
認
識
す
べ
き
か
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
根
幹
に
係
る
議
論
が
出
さ
れ

る
。コ

ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
）
も
同
様
の
課
題
を

内
包
す
る
。
社
内
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
定
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
れ
ば
非
遵
守
の
場
合
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
役
員
の
善
管
注
意
義
務
違
反
を
生
じ

る
か
、
そ
の
場
合
の
社
外
役
員
（
非
業
務
執
行
取
締
役
、
社
外
監
査
役
）
の
助
言
・
勧
告
義
務
の
根
拠
、
違
反
の
場
合
の
社
外
役
員
へ
の
責

任
追
及
、
責
任
限
度
契
約
の
関
わ
り
な
ど
が
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
る
。
自
主
的
に
社
内
規
定
と
し
て
厳
格
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
義
務
違
反

三
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
四
）

を
招
来
し
、
社
外
か
ら
追
及
さ
れ
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
。

一
般
的
議
論
と
し
て
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
業
界
な
ど
の
自
主
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
内
規
・
社
内
規

範
化
す
れ
ば
善
管
義
務
違
反
と
な
る
か
、
取
締
役
会
が
会
社
法
規
定
と
別
に
善
管
義
務
違
反
の
類
型
を
定
め
得
る
か
、
あ
る
い
は
取
締
役

の
監
視
義
務
違
反
と
構
成
す
る
か
、
一
般
的
信
認
義
務
の
片
務
的
強
行
法
規
化
と
把
握
す
る
か
、
そ
の
上
で
か
か
る
取
締
役
の
義
務
違
反

に
対
す
る
社
外
監
査
役
等
の
助
言
・
勧
告
義
務
の
有
無
、
そ
の
違
反
を
観
念
し
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
コ
ー
ド
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー

の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
わ
る
根
幹
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
た
監
査
役
の
保
有
す
る
意
見
陳
述
権
（
会
社
法
三
八
三
条
）
と
い
う
本
来

的
な
権
限
を
ど
こ
ま
で
義
務
と
し
て
扱
う
か
と
い
う
問
題
意
識
で
も
あ
る
。

自
主
ル
ー
ル
な
ど
が
任
意
に
内
規
規
程
化
す
れ
ば
こ
れ
を
遵
守
す
る
義
務
が
生
じ
る
と
解
す
る
立
場
（
64
）

、
他
方
で
企
業
が
自
主
的
な
規
程

と
し
た
と
こ
ろ
で
任
用
契
約
の
内
容
に
な
る
も
の
で
も
な
く
法
的
な
義
務
を
直
接
構
成
す
る
も
の
に
変
じ
る
わ
け
で
も
な
い
と
す
る
立

場
（
65
）

が
あ
る
。

内
規
規
程
と
し
て
社
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
れ
ば
任
用
契
約
あ
る
い
は
誓
約
違
反
と
し
て
経
営
陣
の
善
管
義
務
違
反
を
観
念
す
る
余
地

が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
場
合
は
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
プ
リ
ン
シ
プ

ル
ベ
ー
ス
に
依
拠
し
、
非
遵
守
の
場
合
も
説
明
す
れ
ば
原
則
を
ク
リ
ヤ
ー
で
き
る
。
そ
の
場
合
の
社
外
役
員
の
経
営
陣
に
対
す
る
助
言
・

勧
告
義
務
を
い
か
に
解
す
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
内
規
規
程
と
し
て
社
内
に
取
り
込
ま
れ
な
い
場
合
は
直
ち
に
義
務
違
反
と
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
上
場
規
則
違
反
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
コ
ー
ド
の
場
合
、
社
内
規
定
化
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

全
上
場
企
業
が
遵
守
す
べ
き
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
あ
り
、
や
は
り
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
に
係
る
経
営
陣
の
義
務

違
反
、
な
ら
び
に
社
外
役
員
の
助
言
・
勧
告
義
務
違
反
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
規
制
あ
る
い

三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
五
）

は
義
務
違
反
に
対
す
る
企
業
側
の
役
員
の
責
任
な
ど
今
後
の
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
1
） 
拙
稿
「
英
国
金
融
法
制
とS

enior M
anagem

ent R
egim

e

│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
交
錯
、
裁
判
例
を
通
じ
た
ソ
フ
ト

ロ
ー
の
変
容
、
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
お
よ
び
域
外
適
用
│
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
一
│
六
一
頁
。
拙
著

『
国
際
経
営
法
の
新
展
開
│
会
社
法
改
正
な
ら
び
に
金
融
法
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
接
点
│
』
文

眞
堂
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
一
│
三
八
四
頁
（
二
〇
一
五
年
九
月
日
本
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
優
秀
著
作
賞
受
賞
）。

（
2
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
内
部
監
査
機
能
」
で
は
原
則
一
三
説
明
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
五

に
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
る
。

（
3
） P

rudential R
egulation A

uthority, B
ank of E

ngland, C
onsultation P

aper F
C
A
 C
P
15/5 P

R
A
 C
P
7/15 “A

pproach to non-

executive directors in banking and S
olvency Ⅱ

fi rm
s &
 A
pplication of the presum

ption of responsibility to S
enior M

anagers in 

banking fi rm
s” F
ebruary 2015.

（
4
） 

小
立
敬
「
英
国
の
新
た
な
金
融
監
督
体
制
―
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
重
点
を
置
い
た
体
制
づ
く
り
」
月
刊
資
本
市
場
№
三
二
三
（
二
〇
一
二

年
七
月
）
二
八
│
三
四
頁
。

（
5
） 

油
布
志
行
・
金
融
庁
総
務
企
画
局
企
業
開
示
課
長
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
二
〇
一
五
年
四
月
八
日
）。

（
6
） U

K
 F
inancial Institutions: P

roposals for N
ew
 S
enior M

anagers and C
ertifi cation R

egim
es, by W

illiam
 Y
onge, F

inancial 

S
ervices P

ractice,M
organ L

ew
is. 

（
7
） P
R
A
 C
P
14/14 and F

C
A
 C
P
14/13 - S

trengthening accountability in banking: a new
 regulatory fram

ew
ork for individuals.

（
8
） T

he F
C
A
 and P

R
A
 S
enior M

anegers and C
ertifi cation R

egim
e-T
he new

 landscape,A
llen &

O
very L

L
P
 2014.

（
9
） S

trengthening accountability in banking: U
K
 branches of foreign banks ‒ C

P
9/15, 16 M

arch 2015. http://w
w
w
.

三
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
六
）

bankofengland.co.uk/pra/P
ages/publications/cp/2015/cp915.aspx.

（
10
） 

「
英
健
全
性
監
督
機
構
（
Ｐ
Ｒ
Ａ
）
お
よ
び
英
金
融
行
動
監
視
機
構
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
る
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
説
明
責
任
の
強
化
：
英
国

外
銀
支
店
に
係
る
規
制
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」、「「
同
：
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
対
す
る
規
制
の
枠
組
み
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
全
国
銀
行
協

会
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
五
日
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
）。C

onsultation P
aper F

C
A
15/10,P

R
A
9/15 S

trengthening 

accountability in banking: U
K
 branches of foreign banks,M

arch 2015., P
R
A
 C
P
14/14 and F

C
A
 C
P
14/13 - S

trengthening 

accountability in banking: a new
 regulatory fram

ew
ork for individuals,July 2014.

（
11
） 

そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
三
月
一
六
日
Ｐ
Ｒ
Ａ
・
Ｆ
Ｃ
Ａ
協
議
文
書
「
銀
行
の
説
明
責
任
の
強
化
：
英
国
外
銀
支
店
に
係
る
規
制
」
が
公
表
さ
れ
、

二
〇
一
五
年
五
月
二
五
日
全
銀
協
が
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
。

（
12
） 

拙
稿
「S

enior M
anagers’ R

egim
e

とC
ertifi cation R

egim
e

│
英
国
金
融
規
制
に
み
る
国
際
私
法
的
規
律
な
ら
び
に
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン

ス
│
」
立
命
館
法
学
第
三
六
三
・
三
六
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
六
八
四
│
七
一
四
頁
。

（
13
） A

ssociation of F
oreign B

anks, S
enior M

anagers / C
ertifi cate R

egim
e W
allchart,A

ugust 2015. R
elevant C

onsultations:F
C
A
 

C
P
/12, P

R
A
 P
S
16/15, P

R
A
 S
S
28/15.

（
14
） C

onsulted on in C
P
15/9. T

he F
inal handbook text on G

uidance on the presum
ption of responsibility is scheduled to be 

released A
utum

n 2015.

（
15
） 

武
井
一
浩
「
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
実
務
対
応
と
上
場
企
業
法
制
上
の
論
点
」
東
京
大
学
第
五
〇
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ダ
ブ
ル

コ
ー
ド
時
代
の
攻
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
」（
二
〇
一
六
年
三
月
二
八
日
）。

（
16
） 

米
国
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
合
衆
国
法
典　

第
一
五
編 
通
商　

第
二
Ｂ
章 

証
券
取
引
セ
ク
シ
ョ
ン78dd-1

）T
he F

oreign C
orrupt 

P
ractices A

ct of 1977

（15 U
.S
.C
. §
§
78dd-1, et seq.

）http://w
w
w
.justice.gov/crim

inal/fraud/fcpa/

（
17
） 

拙
稿
「
新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
│
域
外
適
用
とR

ed F
lag

対
処
義
務
│
」
政
経
研
究
第
五
〇
巻
第
三
号
『
秋
山
和
宏
教
授
古

希
記
念
号
』（
二
〇
一
四
年
三
月
）
六
〇
九
│
六
五
四
頁
。
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
（
米
国
司
法
省
事
件N

o.11-C
R
-651

）
に
つ
い
て
、
梅
田
勝
「
外

国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
」
麗
澤
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
四
│
一
七
〇
頁
。

三
三
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
七
）

（
18
） 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三
年
度　

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査

（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）
同
報
告
書
」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
│
六
四
頁
。http://

w
w
w
.m
eti.go.jp/policy/external_econom

y/zouw
ai/houkokusho.htm

l.

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国
Ｂ
Ａ
等
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
さ
れ
て
お
り
、

本
文
第
四
章
Ⅰ
、
Ⅱ
に
お
い
て
参
照
し
た
。
こ
の
他
、
高
巖
・
國
廣
正
・
五
味
祐
子
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ス
ク
と
し
て
の
海
外
腐
敗
行
為
│
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
贈
賄
事
件
を
巡
っ
て
│
」R

eitaku International Journal of E
conom

ic S
tudies V

ol.20, N
O
2, S
eptem

ber 2012, pp.1-24.

（
19
） 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
国
際
商
取
引
に
お
け
る
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
の
防
止
に
関
す
る
条
約
は
日
本
を
含
む
三
三
ヶ
国
が
署
名
し
一
九
九
九
年
二
月

発
効
し
た
。http://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/oecd/kom
uin.htm

l

（
20
） 

「
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
指
針
」
経
済
産
業
省
（
平
成
二
七
年
七
月
三
〇
日
改
訂
）。http://w

w
w
.m
eti.go.jp/press/2015/07/

20150730008/20150730008-1.pdf

（
21
）P

ub. L
. 111-203, July 21, 2010, 124 S

tat. 1376.

（
22
） 

「
英
国
で
新
た
な
贈
収
賄
禁
止
法
が
成
立
」O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

（
二
〇
一
〇
年
五
月
一
〇
日
）
参
照
。w

w
w
.om
m
tokyo.jp/new

s/

backnum
ber/20100510.htm

l

（
23
） 

立
証
責
任
に
つ
き
、U

nited S
tates v. K

ay,359 F
.3d 738, 754-56

（5th C
ir. 2004

）

（
24
） 

「
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
施
行
予
定
の
英
国
贈
収
賄
法
│
英
国
法
務
省
が
英
国
贈
収
賄
法
の
適
用
に
関
す
る
指
針
を
発
表
│
」
モ
リ
ソ
ン
・

フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
）。http://w

w
w
.m
ofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/20110415.htm

l

（
25
） 

拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻 

第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

一
│
七
三
頁
。

（
26
） M
orrison v. N

ational A
ustralia B

ank, L
td. N

o.07-0583-cv
（2d C

ir. 2008

）.

樋
口
航
「
一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適

用
に
関
す
る
米
国
連
邦
最
高
裁
判
決
〜
米
国
預
託
証
券
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を
発
行
し
て
い
る
企
業
に
対
す
る
影
響
〜
」
国
際
商
事
法
務
第
三
九
巻
第
九
号

（
二
〇
一
一
年
）
一
二
四
七
│
一
二
五
六
頁
。「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会
社
の
証
券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
）。
松
尾
直
彦
「
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』

三
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
八
）

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
五
〇
│
二
五
一
頁
。

（
27
） 

「Y
our M

oney A
nd Y

our L
ife:T

he E
xport of U

.S
. A
ntitrust R

em
edies 

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
救
済
措
置
の
国
際
的
な
浸
透
に
つ
い

て
」P

rofessor H
arry F

irst N
ew
 Y
ork U

niversity S
chool of L

aw

、「E
vidence in E

U
 cartel proceedings E

U

競
争
法
の
カ
ル
テ
ル

審
査
手
続
に
お
け
る
証
拠
に
つ
い
て
」Jacques B

uhart, P
artner, M

cD
em
ott W

ill &
 E
m
ery, P

aris, F
rance

、
マ
ル
ク
・
ヴ
ァ
ン
デ
ル
・

ヲ
ウ
デ
「Judicial R

eview
 in E

U
 C
om
petition C

ases E
U

競
争
法
事
件
に
お
け
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
」M

ac nan der W
oude,Judge at 

the G
eneral C

ourt, C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
一
般
裁
判
所
判
事
）
東
京
大
学

第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『T

he G
lobal T

rend in M
odern C

om
petition L

aw
&
P
olicy 

最
新
の
競
争
法
・
競
争
政
策
に
お
け
る
世

界
的
動
向
』（
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
）。

（
28
） 

「T
he E

xtra-T
erritorial A

pplication of U
.S
. C
rim
inal L

aw
 

米
国
刑
法
の
域
外
適
用
」P

rofessor Joseph L
. H
off m
ann M

aurer 

S
chool of L

aw
 Indiana U

niversity 

東
京
大
学
第
四
九
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『M

odern Issues in A
m
erican L

aw

ア
メ
リ
カ
法
の
現

代
的
課
題
』（
二
〇
一
五
年
八
月
五
日
）
参
照
。

（
29
） 

「
諸
外
国
に
お
け
る
他
人
の
識
別
符
号
の
譲
受
け
行
為
等
を
規
制
す
る
関
連
法
令
に
係
る
調
査
報
告
書
」
財
団
法
人
社
会
安
全
研
究
財
団

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
一
│
四
二
頁
。

（
30
） 

拙
稿
「
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
│
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA
pproved P

ersons

制
度
等
の
接
点
│
」
日
本
法
学
『
山
川
一
陽
教
授
古
希
記
念
』
第
八
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

四
三
九
│
四
九
二
頁
。

（
31
） 

拙
稿
・
前
掲
「
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
│
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
等
の
接
点
│
」
四
三
九
│
四
九
二
頁
。

（
32
） http://harvardlaw

review
.org/w

p-content/uploads/pdfs/vol126_united_states_v_nosal.pdf

（
33
） 

拙
稿
・
前
掲
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
一
│
七
三
頁
。

（
34
） http://w

w
w
.suprem

ecourt.gov/opinions/09pdf/08-1191.pdf. M
orrison v. N

ational A
ustralia B

ank, L
td. N

o.07-0583-cv

（2d 

三
三
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
九
）

C
ir. 2008

）. http://w
w
w
.m
ofo.jp/topics/publication/20081111.htm

l.

湯
原
心
一
「
ア
メ
リ
カ
法
判
例
研
究
⑹　

証
券
取
引
所
法
第
一
〇
条

⒝
項
の
域
外
適
用
と
外
国
で
の
取
引
」
比
較
法
学
四
五
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
二
三
一
│
二
三
八
頁
。
拙
稿
「
域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の

交
錯
│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
四
号
奥
村
大
作
教
授
古
希
記
念
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
一
七
一
│
二
〇
四

頁
。

（
35
） 

二
〇
〇
七
年
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ル
ー
ル
（12g3-2

（b

））
が
改
正
さ
れ
、
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
急
増
し
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関

連
す
る
発
行
体
の
米
国
に
お
け
る
行
為
は
存
在
し
な
い
た
め
非
米
国
発
行
体
が
懸
念
す
べ
き
訴
訟
リ
ス
ク
は
小
さ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
後
掲
・
大

橋
宏
一
郎
五
〇
頁
。

（
36
） 

大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）
四
八
│
五
〇
頁
。
松
尾
直
彦

弁
護
士
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ま
た
は
ア
メ
リ
カ
司
法
省
が
提
起
す
る
訴
訟
な
ど
に
限
っ
て
、
効
果
テ
ス
ト
お
よ
び
行
為
テ
ス
ト
が
部
分
的
に
立
法
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
私
的
訴
権
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。
前
掲
注（
26
）。

（
37
） 

拙
稿
「
域
外
適
用
の
現
代
的
考
察
│
恣
意
性
な
ら
び
に
効
果
主
義
理
論
の
整
合
性
│
」『
企
業
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
』
尚
学
社
（
二
〇
一
三
年

一
二
月
）。

（
38
） K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

 C
o., 133 S

.C
t. 1659

（2013

）.

（
39
） 

ア
レ
ッ
ク
ス
・
グ
ラ
ス
ハ
ウ
ザ
ー
（A

lex G
lashausser, P

rofessor of L
aw
, W
ashburn U

niversity S
chool of L

aw
, T
opeka, 

K
ansas, U

S
A
.

）
講
演
・
宮
川
成
雄
訳
「
人
権
と
管
轄
権
の
正
誤
│
外
国
人
不
法
行
為
法
の
解
釈
の
誤
謬
│
」
比
較
法
学
四
八
巻
一
号

（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
一
二
一
│
一
三
八
頁
参
照
。

（
40
）
小
沼
史
彦
「
ア
メ
リ
カ
法
判
例
研
究
⒀
Ⅱ　

外
国
人
不
法
行
為
法
と
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則:K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

 C
o., 

133 S
. C
t. 1659

（2013

）」
比
較
法
学
四
七
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
三
三
六
│
三
四
五
頁
参
照
。

（
41
） E
O
c v. A

rabian A
m
erican O

il C
o.,499 U

.S
.244

（1991

）.

（
42
） 

米
国
に
お
け
る
国
際
礼
譲
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
一
九
九
三
年
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
火
災
保
険
最
高
裁
判
決
は
、
原
則
と
し
て
効
果
主
義
に
従

い
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
①
外
国
の
法
律
が
米
国
法
の
禁
止
す
る
方
法
で
行
動
す
る
こ
と
を
強
制
し

三
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
〇
）

て
い
る
場
合
、
②
米
国
法
を
遵
守
す
る
こ
と
が
外
国
の
法
律
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
命
令
に
違
反
す
る
場
合
に
限
り
、
国
際
礼
譲
に
よ
り
管
轄
権
の

行
使
が
抑
制
さ
れ
る
と
し
た
。
国
際
礼
譲
の
範
囲
を
狭
く
限
定
す
る
解
釈
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。「
第
一
四
章 

一
方
的
措
置
《
参
考
》
競
争
法

の
過
度
な
域
外
適
用
に
つ
い
て
」『
二
〇
一
三
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
│
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
及
び
経
済
連
携
協
定
・
投
資
協
定
か
ら
見
た
主
要
国
の
貿

易
政
策
│
』
経
済
産
業
省
通
商
政
策
局
編
四
六
九
│
五
〇
四
頁
参
照
。「
補
論
二 

国
際
的
経
済
活
動
と
競
争
法
」『
二
〇
一
五
年
版
不
公
正
貿
易
報

告
書
』
五
六
三
│
五
八
四
頁
。

（
43
） B

R
E
Y
E
R
, J., fi led an opinion concurring in the judgm

ent, in w
hich G

IN
S
B
U
R
G
, S
O
T
O
M
A
Y
O
R
, and K

A
G
A
N
, JJ., joined. 

S
U
P
R
E
M
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 S
T
A
T
E
S
, S
yllabus, K

IO
B
E
L
, IN
D
IV
ID
U
A
L
L
Y
 A
N
D
 O
N
 B
E
H
A
L
F
 O
F
 H
E
R
 

L
A
T
E
 H
U
S
B
A
N
D
 K
IO
B
E
L
, E
T
 A
L
. v. R

O
Y
A
L
 D
U
T
C
H
 P
E
T
R
O
L
E
U
M
 C
O
. E
T
 A
L
. C
E
R
T
IO
R
A
R
I T
O
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 C
O
U
R
T
 O
F
 A
P
P
E
A
L
S
 F
O
R
 T
H
E
 S
E
C
O
N
D
 C
IR
C
U
IT
 N
o. 10-1491. A

rgued F
ebruary 28, 2012-R

eargued O
ctober 

1, 2012-D
ecided A

pril 17, 2013. http://w
w
w
.suprem

ecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_l6gn.pdf

（
44
） 542U

.S
.692

（2004

）.

（
45
） K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

 C
o.,621 F

.3d 111.149

（2d C
ir.2010

）,aff ’d,133 S
.C
t.1659,1663

（201

）.

（
46
） B

reyer

最
高
裁
裁
判
官
は
、
推
定
則
自
体
に
は
依
拠
せ
ず
、
原
告
の
訴
が
米
国
と
の
十
分
な
接
触
の
無
い
故
に
裁
判
管
轄
権
が
存
在
し
な
い

と
い
う
見
解
を
採
っ
て
い
る
。

（
47
） 

前
掲A

lex G
lashausser

講
演
・
宮
川
成
雄
訳
「
人
権
と
管
轄
権
の
正
誤
│
外
国
人
不
法
行
為
法
の
解
釈
の
誤
謬
│
」
一
二
五
│
一
二
九
頁

に
詳
説
さ
れ
る
。
最
高
裁
がK

iobel

判
決
に
お
い
て
域
外
適
用
の
問
題
を
事
物
管
轄
権
の
問
題
と
す
る
過
ち
を
犯
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
最
高
裁

は
外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
は
純
粋
に
管
轄
権
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
十
分
に
内
容
の
定
ま
っ
た
国
際
法
に
基
づ
き
一

定
の
訴
訟
原
因
を
認
定
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
認
め
て
い
る
と
述
べ
、
準
実
体
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
不
正
確
さ
か
ら
、
①
米
国
法
を
外
国

で
の
行
為
に
適
用
し
な
い
と
い
う
推
定
が
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
下
で
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
る
国
際
不
法
行
為
上
の
請
求
に
適
用
さ
れ
る
。
②
従
っ
て
本
件

請
求
は
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
を
理
由
に
却
下
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
二
段
階
で
の
誤
謬
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
人
不
法
行
為
法
はK

iobel

事
件
に
つ
い
て
の
事
物
管
轄
権
を
設
定
し
、S

osa

事
件
で
も
同
様
に
、
同
判
決
の
事
案
の
処
理
は
実
体
法
上
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

三
三
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
七
一
）

連
邦
裁
判
所
は
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
事
件
を
審
理
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
国
外
で
な
さ
れ
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
権
限
を
有
し
て
い
る
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
は
存

在
意
義
を
失
っ
て
お
り
、
争
い
の
な
い
一
般
的
な
管
轄
権
授
権
以
上
に
は
何
ら
連
邦
裁
判
所
に
管
轄
権
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

Ａ
Ｔ
Ｓ
が
あ
る
が
故
に
実
体
法
上
の
重
要
事
項
か
ら
関
心
を
そ
ら
す
重
複
的
な
存
在
と
な
っ
て
お
り
、K

iobel

判
決
の
第
二
の
管
轄
権
の
誤
り
と

し
て
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
誤
っ
た
側
面
に
関
心
を
注
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
48
） A

rbaugh v. Y
&
H
C
orp.,546U

.S
.500,514

（2006

）（quoting U
nited S

tates v. C
otton, 535U

.S
.625,630

（2002

））.

（
49
） 

米
国
へ
の
輸
入
取
引
ま
た
は
輸
入
通
商
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
ア
ル
コ
ア
事
件
控
訴
審
判
決
（
一
九
四
五
年
）
を
受
け
た
一
九
九
三
年
ハ
ー

ト
フ
ォ
ー
ド
事
件
最
高
裁
判
決
が
基
本
先
例
と
し
て
存
在
す
る
。
控
訴
審
は
外
国
人
が
外
国
に
お
い
て
行
っ
た
行
為
が
米
国
に
効
果
を
与
え
、
か
つ

行
為
者
に
か
か
る
効
果
を
与
え
る
意
図
が
あ
る
場
合
に
は
か
か
る
行
為
に
対
し
て
米
国
法
を
適
用
で
き
る
、
と
し
て
域
外
適
用
を
認
め
た
。
こ
の
反

ト
ラ
ス
ト
法
領
域
の
判
例
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
（
質
問
者
は
小
原
喜
雄
名
誉
教
授
）、Joseph L

. H
off m
ann

教
授
は
、
域
外
適
用
の
試
み
は
①

米
国
が
世
界
の
規
制
当
局
に
な
る
こ
と
、
②
世
界
的
な
規
範
形
成
の
一
環
で
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
見
方
が
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
両
方
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
。
他
方
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
国
際
機
関
を
通
し
て
総
意
・
規
範
形
成
を
図
る
動
き
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
②
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
一
環
と
し
て
把
握
す
る
。
前
掲
・
東
京
大
学
第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。

（
50
） 

長
谷
川
俊
明
「
企
業
集
団
内
部
統
制
と
し
て
の
海
外
子
会
社
管
理
」
日
本
大
学
比
較
法
研
究
所
英
米
法
（
私
法
）
研
究
会
報
告
（
二
〇
一
六
年

三
月
八
日
）
参
照
。

（
51
） 

株
式
会
社
東
芝
第
三
者
委
員
会
「
調
査
報
告
書
要
約
版
」（
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
）
一
│
八
四
頁
。

（
52
） http://w
w
w
.ti-j.org/

（
53
） 

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
以
下
の
行
動
計
画
一
五
項
目
を
含
む
。
①
電
子
商
取
引
課
税
、
②
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ミ
ス
マ
ッ
チ
取
決
め
の
効

果
否
認
、
③
外
国
子
会
社
合
算
税
制
の
強
化
、
④
利
子
等
の
損
金
算
入
を
通
じ
た
税
源
浸
食
の
制
限
、
⑤
有
害
税
制
へ
の
対
抗
、
⑥
租
税
条
約
濫
用

の
防
止
、
⑦
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
認
定
の
人
為
的
回
避
の
防
止
：
人
為
的
に
恒
久
的
施
設
の
認
定
を
免
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
租
税
条
約

の
恒
久
的
施
設
（P

E

：P
erm
anent E

stablishm
ent

）
の
定
義
を
変
更
す
る
。
⑧
移
転
価
格
税
制
ⅰ
（
無
形
資
産
）：
親
子
会
社
間
等
で
特
許
等

の
無
形
資
産
を
移
転
す
る
こ
と
で
生
じ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
防
止
す
る
国
内
法
に
関
す
る
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
価
格
付
け
が
困
難
な
無

三
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
二
）

形
資
産
の
移
転
に
関
す
る
特
別
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
。
⑨
移
転
価
格
税
制
ⅱ
（
リ
ス
ク
と
資
本
）：
親
子
会
社
間
等
の
リ
ス
ク
の
移
転
ま
た
は
資
本

の
過
剰
な
配
分
に
よ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
防
止
す
る
国
内
法
に
関
す
る
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
。
⑩
移
転
価
格
税
制
ⅲ
（
他
の
租
税
回
避

の
可
能
性
が
高
い
取
引
）：
非
関
連
者
と
の
間
で
は
非
常
に
稀
に
し
か
発
生
し
な
い
取
引
や
管
理
報
酬
支
払
い
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
防
止
す
る
国
内
法
に
関
す
る
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
。
⑪
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
規
模
や
経
済
的
効
果
の
指
標
を
政
府
か
ら

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
集
約
・
分
析
す
る
方
法
を
策
定
す
る
。
⑫
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
報
告
義
務
：
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
政
府
に
報
告
す

る
国
内
法
上
の
義
務
規
定
に
関
す
る
勧
告
を
策
定
す
る
。
⑬
移
転
価
格
関
連
の
文
書
化
の
再
検
討
：
移
転
価
格
税
制
の
文
書
化
に
関
す
る
規
定
を
策

定
す
る
。
多
国
籍
企
業
に
対
し
国
毎
の
所
得
、
経
済
活
動
、
納
税
額
の
配
分
に
関
す
る
情
報
を
共
通
様
式
に
従
っ
て
各
国
政
府
に
報
告
さ
せ
る
。
⑭

相
互
協
議
の
効
果
的
実
施
、
⑮
多
国
間
協
定
の
開
発
。w
w
w
.oecd.org/ctp/beps.htm

（
54
） http://w

w
w
.justice.gov/crim

inal/fraud/fcpa/guidance/guide.pdf

（
55
） 

米
国
司
法
省
が
刑
罰
法
規
の
解
釈
論
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
、
企
業
等
か
ら
の
強
い
要
望
も
あ
り
、

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
・
公
表
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
企
業
が
サ
イ
ズ
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
性
格
、
リ
ス
ク
に
応
じ
た
効
果
的

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
真
摯
に
遂
行
し
て
い
た
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
事
例
が
発
生
し
て
も
制
裁
の
減
免
等
に
お
い
て
考
慮

さ
れ
得
る
。
結
城
大
輔
「
日
本
企
業
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
対
策 vol.1

現
状
と
課
題
」R

IC
O
H
 im
agine. change. https://w

w
w
.ricoh.co.jp/rc_club/

ediscovery/colum
n.htm

l

（
56
） 

柿
崎
環
「
第
六
章
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
法
執
行
に
み
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
資
本
市
場
法
的
意
義
」
証
券
経
営
研
究
会
編
『
資
本

市
場
の
変
貌
と
証
券
ビ
ジ
ネ
ス
』
日
本
証
券
経
済
研
究
所
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
七
八
│
二
一
二
頁
。

（
57
） 

最
判
平
成
一
二
年
七
月
七
日
民
集
五
四
巻
六
号
一
七
六
七
頁
。

（
58
） 

大
阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
〇
日
判
例
時
報
一
七
二
一
号
三
頁
、
舩
津
浩
司
「
法
令
遵
守
に
係
る
取
締
役
の
義
務
と
責
任
に
関
す
る
基
礎
的

考
察
―
外
国
法
令
の
遵
守
を
素
材
と
し
て
―
」『
同
志
社
法
学
』
第
六
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
〇
三
│
八
三
七
頁
。

（
59
） 

松
井
秀
征
「
会
社
に
対
す
る
金
銭
的
制
裁
と
取
締
役
の
会
社
法
上
の
責
任
」
黒
沼
悦
郎
・
藤
田
友
敬
編
『
江
頭
憲
治
郎
先
生
還
暦
記
念
企
業
法

の
理
論
（
上
巻
）』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
七
年
）
五
四
九
│
五
九
三
頁
。
弥
永
真
生
『
会
社
法
の
実
践
ト
ピ
ッ
ク
ス
二
四
』
日
本
評
論
社

三
四
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
七
三
）

（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
七
│
一
九
二
頁
。

（
60
） 

渡
邊
隆
彦
・
田
澤
元
章
・
久
保
田
隆
・
阿
部
博
友
・
田
中
誠
和
「
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
及
び
英
国B

ribery A
ct 

の
域
外
適
用
と
企
業
の
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
法
的
意
義
│
米
英
日
の
比
較
│
」
専
修
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
五
年
）V

ol.10N
o.1. 

七
五
│
九
四
頁
参
照
。

米
国
は
法
人
処
罰
に
つ
い
て
連
邦
判
例
に
お
い
て
は
、
代
位
責
任
理
論
（vicarious liability theory

）
を
採
用
す
る
。
英
国
の
法
人
処
罰
は
、
同

一
視
理
論
（identifi cation principle

）
に
よ
る
。N

ew
 Y
ork C

entral &
 H
udson R

iver R
ailroad C

o. v. U
nited S

tates,212U
.S
.481

（1908

）. 

樋
口
亮
介
『
法
人
処
罰
と
刑
法
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
九
年
）
八
三
頁
。

（
61
） 

最
一
判
平
成
二
一
年
七
月
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
二
一
号
三
六
頁
（
速
報
）、
同
一
三
三
〇
号
五
五
頁
。

（
62
） 

尾
崎
安
央
・
判
批
「
セ
イ
ク
レ
ス
ト
役
員
責
任
査
定
決
定
異
議
申
立
事
件
控
訴
審
判
決 

大
阪
高
判
平
成
二
七
年
五
月
二
一
日
平
成
二
六
年

（
ネ
）
三
一
七
号 

金
融
・
商
事
判
例
一
四
六
九
号
（
二
〇
一
五
年
七
月
一
日
号
）
一
六
│
四
八
頁
」
早
稲
田
大
学
商
法
研
究
会
（
二
〇
一
六
年
三
月

三
一
日
）
一
│
一
一
頁
参
照
。
真
の
問
題
点
は
、
監
査
役
と
し
て
法
が
期
待
す
る
役
割
（
任
務
）
を
怠
り
な
く
果
た
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ

り
、・
・
・
監
査
役
監
査
基
準
か
ら
義
務
を
導
き
、
そ
の
違
反
あ
り
と
し
つ
つ
、
責
任
額
を
責
任
限
定
契
約
で
処
理
（
限
定
）
し
た
点
は
、
工
夫
と

は
い
え
、
そ
の
前
提
と
し
て
監
査
役
の
義
務
違
反
を
認
定
し
た
点
に
違
和
感
を
覚
え
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
63
） 

社
外
監
査
役
の
監
査
行
動
が
監
査
役
監
査
基
準
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
寧
ろ
責
任
否
定
の
論
拠
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
ニ
イ
ウ
ス

コ
ー
事
件
が
あ
る
。
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日L

E
X
/D
B
25525835

。

（
64
） 

高
橋
均
「
セ
イ
ク
レ
ス
ト
事
件
判
批
」（
地
裁
判
決
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
九
号
一
〇
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
七
頁
。

（
65
） 

伊
藤
靖
史
「
セ
イ
ク
レ
ス
ト
事
件
判
批
」（
地
裁
判
決
）
私
法
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
一
五
（
上
）
九
〇
│
九
三
頁
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

三
四
一
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